
Title ウルピアヌス市民法註解第一七巻について(一)

Author(s) 小菅, 芳太郎; KOSUGE, Yoshitaro

Description 論説

Citation 北大法学論集, 17(1), 1-26

Issue Date 1966-08

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/27848

Type departmental bulletin paper

File Information 17(1)_P1-26.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



f 
r 

釦
色
、

L
w
-
a
帯
、

i論ii

11説 i!
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
市
民
法
註
解
第
一
七
巻
に
つ
い
て
〆川戸町、、

-守圃.

、---芳

郎

太

戸t
同

付ウノレピアヌス市民法註解第一七巻について

ユ
帝
学
説
集
が
殆
ん
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
全

古
典
期
法
律
家
の
考
え
方
、
そ
の
作
品
の
復
元
資
料
と
い
え
ば
、

然
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ヴ
ァ
チ
カ
ノ
断
片
(
同
E
m
B
g
S
〈

E
S
E
-
略
号
日
〈
巳
・
三
二

O
年
頃
成
立
)
は
、
現
存
分
量
こ
そ
極
め

て
僅
か
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
成
立
の
歴
史
的
前
提
と
形
式
(
抜
率
典
拠
の
明
示
あ
る
抜
奉
書
)
と
の
点
で
、
さ
ら
に
、
学
説
集
に
劣
り

過
ぎ
る
と
は
い
え
な
い
規
模
の
点
で
、
そ
の
先
駆
た
る
も
の
で
あ
「
る
。
本
断
片
に
お
い
て
或
程
度
ま
と
ま
っ
た
抜
家
分
量
を
も
っ
古
典
期

著
作
の
↓
つ
に
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
市
民
法
註
解
第
一
七
巻
の
一
部
分
が
あ
り
、
ヴ
ァ
チ
カ
ノ
断
片
の
伝
承
は
、
少
く
も
こ
の
著
作
に
関
す
る

限
り
は
、
学
説
集
の
伝
承
よ
り
も
古
典
期
著
作
の
当
初
の
姿
を
よ
く
保
存
し
て
い
る
o

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
チ
カ
ノ
断
片
の
伝

承
を
併
せ
も
つ
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
前
記
部
分
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
紹
介
す
る
。

ハ
1
〉

川

W

ユ
帝
学
説
集
の
各
法
文
(
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
ま
た
は
レ
ッ

F
ス
・
問
中
・
法
哲
講
座
二
巻
一

C
九
頁
、
小
菅
・
北
法
一
四
巻
三
・
四
号
六
一
四
頁
註
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説

五
〉
に
附
せ
ら
れ
た
イ
ン
ス
グ
リ
プ
チ
オ
(
抜
卒
典
拠
、
即
ち
著
者
名
・
書
名
・
当
該
法
文
所
収
巻
数
の
指
示
)
を
頼
り
に
古
典
期
法
律
家
の
各
著
作
ご

と
に
法
文
を
集
め
直
す
仕
事
は
既
に
復
古
学
派
に
始
る
が
、
レ
エ
、
不
ル
以
前
に
お
い
て
は
、
各
著
作
の
各
巻
単
位
で
の
所
属
法
文
の
リ
ス
ト
の
作
成
、
つ

ま
り
学
説
集
の
イ
ン
ス
グ
リ
プ
チ
オ
自
体
か
ら
機
械
的
に
わ
か
る
こ
と
以
上
に
は
出
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
さ
ら
に
各
巻
の
内
部
に
お
け
る
諸
法

文
の
当
初
の
(
原
著
作
の
)
配
列
順
序
を
推
測
し
、
か
つ
章
(
ル
プ
リ
カ
〉
で
も
っ
て
区
分
し
た
の
が

F
gゅ
「
司
巳
百
四

2
2
3
2吋
2
2
i
r
z
g
で

あ
る
(
∞
口
『
己

Nw
の
g
n
r
w
r
g
L
R
H
U
B
-
河

2
r
g耳目。
g
n
E
F
(
5
2
)
回
目
白
ロ

-
N
U
F
g
o
-
-
司と・

(D℃・

2F)
同
v
g民
主

F
D
F
口
同
一
∞

E
m
E
}
D
E
B

-
H
r
g
E百
四
円
悶
悶

H
U
E
S
F
S
《
】
佐
官
ロ

O
H
m
g
E
Z
m
E
F
d
H
5《凶
o
g
t
C
2
8ロ
2
5
5
t
E
C司
巾
己
目
。
官
。
仏

2
ロ
自
問
母
国
戸
口
門
司
角
田

U
F
n
R
2
R
-

m山

5
m己
俗
的

Fロ
m
c
-
G
H
E
E
-
H
r
8
2
5
3司
H
E
L
H
T
m司
H
同5
2
5
2
r
2
2凹

ι
2
5
n
c
-
但
し
(
可

g
a
H〈
)
ど
の
ル
プ
リ
カ
に
属
せ
し
む
べ
き
か
わ
か
ら

ず
じ
ま
い
の
も
の
も
少
く
な
い
)

0

レ
ェ
、
不
ル
に
よ
る
復
元
市
巳

5
m
g
g
E
)
の
効
用
を
私
な
り
に
整
理
す
る
と
、
古
典
期
各
著
作
に
お
け
る
諸
テ
エ

マ
の
配
列
、
つ
ま
り
「
材
料
の
在
場
所
」
公
正

g
B
2
2
5
0
日
原
因
・
日
本
民
法
典
の
史
的
素
描
(
昭
二
九
)
三
四
三
頁
註
一
)
が
ル
ブ
リ
カ
(
章
〉

単
位
の
詳
し
さ
で
提
供
さ
れ
た
結
果
、
的
古
典
期
著
作
の
(
つ
ま
り
古
典
法
学
の
)
主
要
な
体
系
日
サ
ピ
ヌ
ス
の
体
系

(
m
n
E
F
の・

H∞
斗
山
後
出
註

6

川
開
)
や
告
示
の
体
系

(mnr己
N・
。
・

H4印
)
が
わ
か
っ
た
o

刷
次
に
、
学
説
集
の
或
る
「
材
料
の
在
場
所
」
(
例
え
ば
甲
な
る
テ
エ
マ
を
扱
う
章
)
へ
抜

翠
さ
れ
て
い
る
法
文
が
、
古
典
期
原
著
に
お
い
て
は
こ
れ
と
は
異
る
「
材
料
の
在
場
所
」
(
例
え
ば
乙
な
る
テ
エ
マ
)
に
属
し
て
い
た
場
合
が
か
な
り
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
こ
の
種
の
法
文
に
つ
い
て
は
原
著
に
お
け
る
テ
エ
マ
を
参
考
と
し
た
理
解
が
可
能
に
な
っ
た
(
一
例
と
し
て
小
菅
・
前
掲
二

四

O
頁
註
七

O
末
尾
、
一
般
に

u
g
r
o
w
N日
同
v
m
L
5
m
g
2
5
2
2
m
q
E釦
凹
切
符

2
r
m間一
E
g
g
-
m
N
ミ
(
阿
古
川
W
)

同
怠

mp)。

ω
と
こ
ろ
で
、
広
く
古
典
法
の
復
元
と
い
え
ば
、
周
知
の
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
チ
オ
(
同
事
)
研
究
が
あ
り
、
こ
れ
と
パ
リ
ン
ゲ
ネ
シ
ア
研
究
と
の
関
係
は
、

例
え
ば
、
ユ
帝
学
説
集
編
纂
人
の
仕
事
|
|
警
固
す
れ
ば
古
典
法
復
元
上
の
問
題
点
ー
ー
が
、
古
典
期
法
文
の
文
章
の
変
更
(
石
研
究
の
成
果
)
、
お
よ

び
、
或
る
法
文
を
原
著
に
お
け
る
文
脈
か
ら
切
離
し
て
そ
の
文
章
の
変
更
な
し
に
意
味
を
す
り
か
え
た
こ
と
(
パ
リ
ン
ゲ
ネ
シ
ア
研
究
の
成
果
)
と
い
う

分
け
方
で
総
括
さ
れ
る
(
え
・
関
戸
口
-8一
刻
。
串
・
〉
ロ
巴
・

5
H
)
よ
う
に
、
従
来
無
関
係
だ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
両
分
野
の
研
究
は
相

互
に
基
礎
と
な
り
あ
う
密
接
な
関
係
に
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
即
ち
、
川
正
】
・
研
究
は
、
「
テ
ク
ス
ト
諸
段
階
」
な
い
し
伝
承
史
の
研
究
(
小
菅
・

「
最
近
の
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
チ
オ
研
究
」
・
法
制
史
研
究
九
号
(
一
九
五
八
)
所
収
)
|
|
表
面
的

F
G・
と
古
典
的
内
容
と
の
区
別
(
前
掲
二
二
九
頁
〉
、

古
典
期
の
著
作
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
伝
承
史
の
個
別
化
(
同
二
三
二
頁
)

lー
ー
へ
の
発
展
を
通
じ
て
、
古
典
法
復
元
に
つ
き
全
体
的
視
野
を
も
っ
に
至

っ
て
い
る
o
M
W

パ
リ
ン
ゲ
ネ
シ
ア
研
究
的
な
面
か
ら
の
相
互
接
近
に
つ
い
て
は
後
出
註

9
0

本
断
片
の
略
説
日
後
出
註
3
1
5
・
9
、
こ
こ
で
は
内
容
(
各
章
)
を
記
す
。

論
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2
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説

四
回
叶
K

戸内同

v
r
w
E
g
右
手
間
由

l
2・
叶
。
{
叶
N
W
J
R
1
S
・
用
益
権
o
N
S
贈
与
)

戸
り

m
g
E協
同
守
口

H
Z
M
2曲
F
5
M
i
H
4
H
・
官
選
後
見
人
免
除
)

戸
匂
0

0
同
町

E
D
望
号
件
。
江
田
Z
H冊
目
同
日
(
〈
m

許
可
ωlNNω
・
同
右
)

ハ
6
)

市
民
法
註
解
、
と
実
質
的
観
点
か
ら
邦
訳
さ
れ
る
こ
の
種
の
著
作
は
、
仲
形
式
上
は
、
サ
ピ
ヌ
ス
(
ま
た
は
ム
キ
ウ
ス
)
の
市
民
法
の
書
(
戸
時
「
ユ

即
日
町

a
i
r
&
を
そ
の
後
の
法
律
家
が
さ
ら
に
註
解
し
た
も
の
、
即
も
、
+
ピ
ヌ
ス
註
解

G
F弘
主

ω
a
Z口
信
出
本
稿
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
場
合
〉
ま

た
は
ム
キ
ウ
三
位
解

C
Fユ
白
色

0
・
冨
SFEE)
で
あ
る
(
回
中
・
前
世
間
九
五
・
船
田

I
三
五
五
末
〉
。

ωny己
N

唱
の
g
n
F
(註
1

)

N

印N

で
は
、
こ

の
い
わ
ゆ
る
市
民
法
註
解
は
、
こ
の
種
の
も
の
以
外
の
先
人
の
著
作
に
対
す
る
註
解

(
Z
o
z
o
-
-
S
E
E
S民
同
窓
、
吋
日
富
民
団
関
与
タ
田
中
九
七
、
船
伺
三

五
七
宋
V

と
併
せ
て
広
く
「
先
人
の
法
書
円
の
註
解
」
(
関

S
E
E
S
5
2
』
白
区
自
国

nrH志向
p
n
F
巧
符
白
nw叩
同
ハ
後
出
註
8
〉
∞
印
引

E
N
引
N
宰
P

N
ど

と
し
て
ー
ー
さ
ら
に
告
示
註
解

(-Eto岳
町
吉
田
}
と
と
も
に

l
i、
入
門
書
の
類
。

3
5
D
5・
R
m己
8
・
お

R
2
5
2
p
)
や
問
題
中
心
の

著
作
形
式
{
島
町

a
F諸
問
唱

S
F
ρ
g
g江
0

5
畑、

m
R
)
等
と
対
照
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
広
く
註
解
書
一
般
の
形
式
を
み
て
お
く
と
、
註
解
は
‘

註
解
さ
v

る
べ
き
テ
F
ス
ト
の
レ
ン
ニ

-gg即
日
差
当
り

E
E
-
P凹円
F
ト
ド
o専
念
∞
・
き
)
、
即
ち
、
テ
F
ス
ト
(
告
示
註
解
の
場
合
な
ら
ば
ル

ブ
リ
ヵ
・
個
A

の
告
示
・
そ
の
方
式
書
)
の
一
文
章
・
一
節
ま
た
は
始
め
の
数
語
ご
と
に
展
開
さ
れ
る
(
∞
与
口
町
隠
回
)
。
但
し
、
ユ
帝
学
説
集
で
は
レ

γ
マ
と
註
解
と
の
区
別
は
殆
ん
ど
消
失
し
て
い
る

(ω
口
宮
町

N
N
S
。

ωnzr-murFロ戸開
l
p
a目。ロ
Z
(同
呂
町
)
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
市
民
法
註
解
に
つ

い
て
そ
の
区
別
の
復
元
の
試
み
で
あ
る
(
具
体
的
に
は
後
出
註
日
・
罰
)
。

ω
市
民
法
註
解
の
体
系
(
い
わ
ゆ
る
サ
ピ
ヌ
ス
の
体
系
〉
を

ω
n
z
z
p
g斗
凹
・
か
ら
転
載
し
て
お
く
。

I

相
続
法

H
1
遺
言
・

2
無
遺
言
相
続
・

3
遺
贈

E

身
分
法
H

家
父
権
・
そ
の
免
除
・
奴
隷
解
放

E

債
務
法

H
1
売
買
(
お
よ
び
援
取
行
為
)
・

2
組
合
・

3
嫁
資
・

4
後
見
・

5
不
法
行
為
・

6
不
当
利
得
・

7
按
察
官
告
示
・

8
文
書
契
約
・

9
言

語
契
約
o

w
物
権
法

H
1
所
有
権
取
得
ハ
お
よ
び
贈
与
)
・

2
役
権
・

3
信
託
・

4
帰
闘
権
。

同
】
戸
唱
5

論

(
7
v
 
ウ
ル
ピ
ア
ー
ス
阿
書
第
一
七
巻
は
第
一
八
巻
と
と
も
に
「
遺
贈
に
よ
る
用
益
権
・
使
用
権
」
百
四
回
程
同
日

n
g
z
g己
-om巳
D
)

を
扱
い
|
|
サ
ビ

ヌ
ス
体
系
中
の
遺
贈
(
前
註

ω
I
3
)
に
位
置
す
る
(
用
益
権
と
遺
贈
と
の
関
係
に
つ
き
後
出
註
4
)
|
|
レ
エ
ネ
ル
の
推
測
に
よ
れ
ば
次
の
各
章
か
ら

成
る
(
ヴ
ア
チ
カ
ノ
断
片
の
配
分
を
附
記
す
る
)
。
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目
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説

二
重
伝
承
に
最
も
富
む
場
合
|
|
は
古
典
期
著
作
復
元
に
と
っ
て
論
理
的
民
は
不
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
断
片
の
利
点
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
二
重

伝
承
を
出
発
点
と
す
る
伝
承
史
研
究
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
古
典
期
直
後
の
テ
ダ
ス
ト
変
容
の
性
質
が
わ
か
り

(
実
質
的
変
容
で
は
な
い
U

前
出
註

1ω
的
)
、
思
考
連
関
の
破
嬢
が
存
在
せ
ぬ
限
り
同
断
片
の
文
脈
を
古
典
期
法
律
家
の
そ
れ
と
し
て
受
取
る
こ
と
が

方
法
的
基
礎
を
も
っ
(
ロ
戸
当

B
R官
同
旬
、
吋

2

5・
n
z
-
z
u
富
田
三
7
亘
弘
可

ωN
ゴ
・
怠
酌
ロ
-
H
C
)

に
至
っ
た
結
果
、
古
典
期
晩
期
註
解
の
い
わ
ゆ
る
百

科
全
書
的
性
質
の
確
認
や
、
著
作
中
の
個
々
の
事
案
聞
の
推
理
連
関
の
よ
り
深
い
評
価
、
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
い
え
る
(
木
稿
で
は
立
入
ら
な
い
日

後
出
註
印
末
尾
)
。
古
典
期
著
作
の
復
元
は
、
こ
の
よ
う
に
研
究
経
過
に
お
い
て
二
重
伝
承
の
存
在
か
ら
切
離
し
え
な
か
っ
た
し
、
実
際
、
本
稿
で
紹
介

さ

れ

る

当

5
R
w
q
c司
・
巳
?
の
研
究
も
、
伝
承
史
研
究
の
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
る
。
他
方
、
復
元
作
業
は
一
般
的
に
は
学
説
集
の
み
に
基
か
ね
ば
な

ら
な
い
か
ら
(
註

1
対
応
本
文
)
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
の
一
般
的
見
通
し
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
も
、
ま
さ
に
二
重
伝
承
の
場
合
か
ら
復
元
研
究
が
始

め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

(

9

)

こ
こ
で
ヴ
ア
チ
カ
ノ
断
片
の
二
重
伝
承
と
し
て
の
意
義
を
一
般
的
に
ま
と
め
て
お
く
と
、
両
伝
承
間
で
、
例
或
る
事
項
に
つ
き
相
違
あ
る
と
き
は
、
同

断
片
が
古
典
性
の
保
障
と
な
る
。

ω
共
通
の
破
庇
(
匡

Z
E
5
5
5
B
E
r
g
2
E
E
R
Z
旬。

r
r
n
小
菅
法
制
史
研
究
九
号
(
前
掲
)
二
二
九
の
「
欠

落
」
は
誤
訳
)
あ
る
と
き
は
、
伝
承
史
研
究
の
出
発
点
に
な
る
|
|
シ
ュ
ル
ツ
法
学
史
の
ト
イ
ツ
語
版

(ω円
E
N
w
の
g
n
r
E・
)
で
は
古
典
期
の
諸
著
作

に
つ
い
て
、
ヴ
ア
チ
カ
ノ
断
片
の
二
重
伝
承
の
扱
い
が
英
語
版
よ
り
も
詳
し
く
な
っ
て
い
る
(
門
戸

γ
F
O
B
r
R
L
M
-
F
ω
E
2
岳

吋

2
2・
k
r
q
o吉
弘
g

仏己

F
ロ色
E
Cロ
。
宮
内
田

2
8
色
色
]
目
印

OHU
仏巾

E
m
Eユ
印
有
ロ

LOHMg
同
OBω
ロ
印
《
出
回
り
・
∞
口
F
ロ
}Nwg門叶・仏
mw-

一wK戸
HnyH50
の
E
ロハ
rno
〈
c-・
5
H
(
5
2
)

-v
・
叶
)
。
小
菅
前
掲
の
研
究
動
向
紹
介
を
補
う
た
め
、
シ
ュ
ル
ツ
の
主
張
を
次
に
引
用
し
て
お
く
が
、
ま
さ
に
、
本
稿
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
市
民
法
註
解
に

関
す
る
H

「
も
し
も
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
チ
オ
研
究
が
当
初
か
ら
方
法
的
に
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
(
残
念
な
が
ら
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
、
が
〉
、
同
研

究
は
こ
の
テ
ク
久
ト
〔
阿
戸
〈
巳
・
所
収
の

cf・
口

ωmr・
〕
か
ら
出
発
し
て
い
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
う
は
な
ら
ず
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
看
過
さ
れ
、

今
日
〔
一
九
四
六
年
〕
に
至
る
も
な
お
そ
の
完
全
な
分
析
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
こ
こ
で
通
り
す
が
り
に
片
づ
け
る
に
は
あ
ま
り
に
も
難
し

す
ぎ
る
O
i
-
-
-
」

(ω
口
E
X
C
-
N白
血
・
ぇ
・
巧
お
R
r
R
H，Z
Z
F
Z
ロ
-
N
N
)
l
i。

ω
ヴ
ア
チ
カ
ノ
断
片
で
、
学
説
集
で
は
削
除
さ
れ
た
古
典
法
律
家

聞
の
意
見
引
用

Q
R
5
2
N
E
g
)
や
論
争
経
過
(
民

D
Z
5
2
5
3
r角
w
z
o
)
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
き
、
:
:
:
こ
の
最
後
の
場
合
が
本
稿
に
お
け
る
ヴ

ア
チ
カ
ノ
断
片
の
意
義
で
あ
る
(
前
註
対
応
本
文
)
。

(
叩
)
ヴ
ア
チ
カ
ノ
断
片
の
刊
本
と
し
て

Z
O
B包
括

p
-口
。
。
ロ

R
E
o
-
H可

ω
(
5
8
)
を
使
用
。
相
内
ι
Z
F
S
H
R
-
g
g
Eえ
-
M
W
M
(
S
N斗
)
は
未
見

(口小

ωロ
『
己
NCmmnFωmwND-H)o
仲
推
測
に
よ
り
埋
め
ら
れ
た
欠
落
部
分
は
、
本
文
で
は
傍
線
を
附
し
た

o
本
断
片
の
羊
皮
紙
は
再
度
利
用
(
其
の

論
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作
品
の
転
写
)
に
際
し
て
、
三
等
分
し
て
折
目
を
つ
け
ら
れ
た
各
葉
の
三
分
の
一
の
部
分
が
切
離
さ
れ
て
新
書
物
に
な
っ
た
の
で
、
回
収
さ
れ
た
本
来
の

各
棄
は
、
本
来
の
テ
グ
ス
ト
の
三
分
の
一
ま
た
は
こ
し
か
伝
え
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
忌

S
包
括
P

。℃・

2
u
u
関
門

t
m
R
M
g
u
者
自
問
R

由

白

戸

記

U

同N
M円

Ergow
〈
え

-
p
a
s
-
3・
Y
E
m
Q
E
-
色
仏
両
・

5
2・
H
(
H
2
3
5
0
)
。
本
稿
の
関
係
で
は
、
〈
2
・

3
1
8・斗。
I
己

が

各

行
の
頭
の
、
ぐ
え
・

2
・叶
N
-

記

la
で
山
が
各
行
末
尾
の
、
一
一
一
分
の
一
し
か
残
存
せ
ぬ
場
合
に
な
る
(
忽
2HME目
出
町
)

0

モ
ム
ゼ
ン
(
お
よ
び
こ
れ
に

倣
う
諸
刊
本
〉
は
、
ほ
ぼ
学
説
集
の
対
応
部
分
通
り
に
欠
落
を
埋
め
て
い
る
が
、
今
日
で
は
問
題
が
な
く
は
な
い
(
後
出
註
抑
制
・

ω
-
U
)

ω
ヴ
ア
チ
カ
ノ
断
片
に
の
み
伝
承
さ
れ
、
学
説
集
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
部
分
を
〈
〉
で
囲
む
。
こ
の
部
分
が
数
行
に
わ
た
る
と
き
は
、
見
易
く

す
る
た
め
、
二
字
分
下
げ
て
訳
出
す
る
。
ヴ
ア
チ
カ
ノ
断
片
の
意
義
(
前
註
付
)
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
他
方
、
学
説
集
に
の
み
存
在
す
る

、
、
、

部
分
は
、
さ
ら
に
二
字
分
下
げ
て
細
字
で
訳
出
す
る
。

(ー)

(
〈
昇
包

lE)

「
い
つ
、
用
益
権
遺
贈
の
取
得
期
日
が
接
近
す
る
か
」

ウノレピアヌス市民法註解第一七巻について

は
収!

が
遺
贈
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
取
得
期
日
は
一
回
だ
け
帯
近
す
る
o
〉
な
る
ほ
ど
用
益
権

か
ら
、
即
ち
劇
甜
・
使
用
す
る
者
の
行
為
かI
引
材
卦

d
A、
し
か
し
、
取
得
期
日
は
彼
の
た
め
に
一
回
だ
け
接
近
す
る
。
(
ロ
・
胃
・

続
)
つ
ま
り
、
或
者
に
一
月
ご
と
に
又
は
一
日
ご
と
に
又
は
一
年
ご
と
に
或
物
が
遺
贈
さ
れ
る
場
合
と
は
違
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
、
取

得
期
日
は
一
日
ご
と
に
又
は
一
月
ご
と
に
又
は
一
年
ご
と
に
接
近
す
る
。
用
益
権
が
或
者
に
一
日
ご
と
に
又
は
一
年
ご
と
に
遺
贈
さ
れ
る
と
き
に
取

得
期
日
が
接
近
す
る
の
は
一
回
だ
け
か
と
い
う
問
題
は
こ
こ
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
私
は
、
取
得
期
日
が
接
近
す
る
の
は
、
一
時
に
で
は
な

く
て
、
連
続
的
に
附
加
さ
れ
た
期
間
ご
と
に
で
あ
り
、
恰
も
複
数
の
遺
贈
が
な
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。
富
田

Ro--g
も
そ
の
法
学

大
全
第
四
巻
で
用
益
権
を
一
日
お
き
に
遺
贈
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
認
め
て
い
る
。
(
ロ
・
申
同
)
ゆ
え
に
、
毎
日
は
収
取
で
き
な
い
よ
う

な
用
益
権
が
遺
贈
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
遺
贈
は
無
効
な
の
で
は
な
く
て
、
収
益
可
能
な
日
々
が
遺
贈
を
持
つ
の
だ
。

帥

N
)

と
こ
ろ
で
、
用
益
権
の
取
得
期
日
は
、
倒
則
樹

d
謝

針

社

同

d
.
d
1材
倒
剥
剥
刈
制
吋
司
掛
剖
リ
札
叶
。
八
な

た
と
え
欄
倒
刻
刻
叫
瑚
寸
叫
周
到
樹
湖
瑚
叫
瑚
制
瑚
叶
.
叶

1
瑚
胡
樹
刈
川
叫
遺
贈
の
場
|
併
斗
同
樹
吋

(
〈
白
神
・
∞
。

H
0・

る
ほ
ど

F
曲
目
】
布
。
は
、

近

す

る

北法17(1・7)7



説

し
く
w

こ
れ
に
よ
れ
ば
〉

用
益
権
は
、
或
者
が
既
に
収
益
し
う
る
よ
う

論

ば
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、

r
r
g
g
の
意
見
の
方
が

1
1
1
1
t
i
t
-
-
E
E
E
E
1
1
1
1
1
1
1
E
E
'
1
1
1
1
1
1
〈
凶
〉

に
な
っ
た
一
時
に
ー
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
o

(

0
・申
N

続
)
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
相
続
財
産
中
の
奴
隷
に
用
益
権
が
遺
贈
さ
れ
て
も
、

F
Fロ
E
が
書

い
て
い
る
に
は
、
用
益
権
以
外
の
遺
贈
は
相
続
財
産
の
中
へ
取
得
さ
れ
る
が
、
用
益
権
の
場
合
に
は
、
使
用
・
収
益
可
能
な
主
人
の
身
柄
が
考
慮
さ

れ
弘
)
(
ロ
包
)
同
様
に
用
益
権
が
一
定
の
期
日
上
り
と
し
て
遺
贈
さ
れ
る
と
き
は
、
取
得
期
日
が
到
来
せ
ね
ば
、
取
得
期
日
は
ま
だ
接
近
し
な

門
別
〉ぃ
。
用
益
権
を
一
定
の
期
日
よ
り
と
し
又
は
一
定
期
日
ま
で
と
し
て
遺
贈
し
う
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
U・
申
品
)
相
続
承
認
以
前
に
は
用
益

権
の
取
得
期
日
が
接
近
せ
ぬ
の
み
な
ら
ず
、
用
益
権
の
訴
権
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
一
定
期
日
よ
り
と
し
て
用
益
権
が
遺
贈
さ
れ
た
と
き
も
同
様
で

あ
っ
て
、
だ
か
ら

ω
g
z
d
g
が
言
う
に
は
、
用
益
権
以
外
の
場
合
に
期
日
以
前
に
訴
訟
す
る
の
は
正
し
く
な
い
が
、
用
益
権
の
期
日
以
前
に
訴
訟

(
幻
)

(

M

)

す
る
の
は
無
駄
で
あ
る
。

「
ど
の
よ
う
に
し
て
遺
贈
さ
れ
た
用
益
権
は
消
滅
す
る
か
」

伝
L

ぉ
卜

一w
m
m
C
(
〈
2
・
2
0
0
・
?

?

f

M
肖
)
と
こ
ろ
で
用
益
権
の
失
わ
れ
る
の
が
頭
格
減
少
に
よ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
用
益
権

の

社

礼

用

語

の

長

も

ま

た

、

そ

う

で

あ

る

。

〈

即

J1d司
司

割

引

j
dまた
は
信
託
遺
贈
し
、
司
司
副

叶

司

君

吋

欄

欄

外

汁

1
1
A
1
1
1
1
Z権設
定
が
市
民
法
に
よ
っ
た
か
剖
瑚
当
時
都

3

刈
か
は
無
関
係
で
あ
る
o

叫
社
司
瑚
訓
樹
崎
、
〈
上
納
地
引
叶
司
副
削
叫
叶
刈

J
d
d
d司
欄
吋
対
剖
叫
叶

d
d叫
け
倒
叶
刈

J
d
d
.市

民
法
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
も
の
で
は
叶
辺
、
頭
格
減
少
に
よ
っ
て
村
司

.1汁
斗
剖
格
減
少
が
用
益
権
を
消
滅
さ
せ
る
O
i
-
-
〉

(〈え・。
N
1
0
・
m

H

)

し
か
し
、
失
わ
れ
る
の
が
頭
格
減
少
に
よ
る
用
益
権
は
、
既
に
設
定
さ
れ
た
の
ち
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。

そ
う

で
は
な
く
て
、
相
続
承
認
以
前
ま
た
は
取
得
期
日
接
近
以
前
に
或
者
が
頭
格
減
少
す
る
と
き
は
、
用
益
権
は
失
わ
れ
ぬ
こ
と
明
ら
か
で
あ

る
。
〈
同
じ
こ
と
を

E
-
2
5
が
そ
の
法
哨

到
劉
三
五
巻
に
書
い
て
い
る
日
だ
か
ら
君
に
用
益
権
が
、
物
権
的
遺
贈
に
よ
り
、

一
定
期
日
よ
り
と
し
て
遺
贈
さ
れ
、
取
得
期
日
到
来
以
前
に
頭
格
減
少
す
る
と
き
は
:
:
:
鼠
格
減
少
は
君
を
害
し
な
い
。
と
い
う
の

は
、
用
益
権
は
今
日
か
ら
受
遺
者
に
属
し
始
め
る
の
だ
か
ら
。
〉
(
ロ
・
帥
N
)

も
し
君
が
一
定
期
日
よ
り
と
し
て
土
地
を
遺
贈
さ
れ
、
そ
の
用
益

北法17(1・8)8 



権
は
私
へ
返
し
て
く
れ
と
懇
願
さ
れ
た
な
ら
ば
、
私
が
君
の
遺
婚
に
附
せ
ら
れ
た
期
日
以
前
に
頭
格
減
少
し
た
と
き
、
恰
も
取
得
期
日
接
近
以
前
に

頭
格
減
少
が
生
じ
た
如
く
に
、
私
の
た
め
に
用
益
権
が
安
全
な
る
か
否
か
が
考
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
が
、
こ
れ
は
公
平
だ
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、

(
〈
え
・
。

ω
1
0・明
ω)

頭
格
減
少
が
消
滅
さ
せ
る
用
益
権
は
、
既
に
設
定
さ
れ
た
も
の
だ
け
だ
か
ら
、
そ
の
結
果
、
一
年
ご

と
又
は
一
月
ご
と
又
は
一
日
ご
と
に
遺
贈
さ
れ
た
と
き
は
、
既
に
在
し
始
め
て
い
る
も
の
だ
け
が
失
わ
れ
る
0

(

ロ
帥

ω
続
)
そ
し
て
、

一
年
ご
と
に
遺
贈
さ
れ
た
と
き
は
当
該
年
の
用
益
権
の
み
が
失
わ
れ
、
一
月
ご
と
の
と
き
は
当
該
月
の
、
一
日
ご
と
の
と
き
は
当
該
日
の
も
の
の
み

が
失
わ
れ
る
o

呂
田
(
〈

g
・
2
1
0・
ア
k

ゲ

ω
官
)
一
年
ご
と
に
用
益
権
を
遺
贈
で
き
る
の
と
同
様
に
、
頭
格
減
少
に
よ
り
失
わ
れ
た
用
益
権
を
遺
贈

し
副
汁
斗

d
叶

材

d
d剖
叶
叫
社
刈

d
い
な
い
。
珊
叫

1
1ゴ
瑚
糊
淵
外
汁
札
止
司

d
J叶
A
汀

3
1あ
る
い
は
「
用
益
権
が
失
わ
れ
る
と
き
は

い
つ
で
も
、
利
司
倒
叶
週
醐
汁
社
斗

d
d叶
当
升
引
附
刈
汁
社

d
d社
社
寸
ぺ
刈
副
創
刊
叶
叫

1
剖
.
糊
減
少
に
よ
り
失
わ
れ
で
も
、
再
設
定
さ

れ
た
け
社
バ
品
明
叶
叶
社
。
〈
:
:
・
パ
・
:
:
〉
匂
・
胃
・
続
)
こ
れ
よ
り
し
て
、
或
者
に
そ
の
生
存
す
る
聞
と
し
て
用
益
権
が
遺
贈
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
が

失
わ
れ
る
た
び
に
再
設
定
さ
れ
た
と
観
ぜ
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

Z
8
2
μ
ロ
日
も
こ
の
問
題
を
扱
う
、
が
、
私
も
思
う
に
再
設

定
さ
れ
た
と
観
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
よ
り
し
て
、
一
定
の
時
点
例
え
ば
十
年
ま
で
遺
贈
さ
れ
た
と
き
も
、
同
じ
こ
と
が
言
わ
る
べ
き
で
あ
る
。

ウノレピアヌス市民法註解第一七巻について

右
の
ヴ
ァ
チ
カ
ノ
断
片
の
部
分
(
〈
HE・

g-E)
を
追
っ
て
、
ヴ
ィ
ア
ッ
カ
ァ
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

「
忽
印
や
き
が
論
ず
る
問
題
は
、
ロ
-
F
N
の
章
名
《
用
益
権
遺
婚
の
取
得
期
日
は
い
つ
接
近
す
る
か
》
で
あ
り
、
ュ
リ
ア
ヌ
ス
は
、
収
益
の
事
実

上
の
可
能
性
と
い
う
従
来
よ
り
も
柔
軟
な
見
方
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ラ
ベ
オ
と
は
異
る
結
論
を
下
し
た
。
忽

2
1震
は

頭
格
減
少
に
よ
る
用
益
権
喪
失
に
関
し
、
こ
れ
は
、
扶
養
目
的
の
用
益
権
が
家
権
力
服
従
者
に
対
し
て
も
つ
大
き
な
意
義
の
ゆ
え
に
、
と
り
わ
け
合
目
的
的

(
位
〉

な
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
二
つ
の
問
題
は
、
用
益
権
を
構
成
す
る
要
素
は
何
々
で
あ
る
か
を
探
求
す
る
点
で
関
連
し
あ
っ
て
お
り
、
諸
構
成
要
素
を

U

H

)

(

叫

)

(

叫

〉

一
つ
の
時
点
に
お
い
て
同
時
に
存
在
せ
し
め
る
と
い
う
要
求
は
カ
ト
オ
の
準
則
の
基
本
観
念
で
あ
る
。

細
か
く
み
て
い
く
と
、
申

2
の
言
う
こ
と
は
、
既
に
取
得
さ
れ
た
用
益
権
に
萎
ず
く
取
戻
訴
権
も
ま
た
頭
格
減
少
後
に
は
失
わ
れ
る
こ
と
、
法
務
官
に
よ

北法17(1・9)9 



説

っ
て
保
護
さ
れ
る
の
み
で
他
物
権
を
創
設
せ
ぬ
用
益
も
ま
た
頭
格
減
少
に
襲
わ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
明
巴
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
つ
の
問
題
を
才
気

(
刊
)

縦
横
に
編
み
合
せ
な
が
ら
、
次
の
こ
と
を
引
出
す
。
即
ち
、
遺
贈
取
得
以
前
の
、
つ
ま
り
相
続
承
認
以
前
の
頭
格
減
少
は
、
始
期
附
の
用
益
権
遺
贈
の
始
期

以
前
の
場
合
に
お
け
る
と
同
様
に
無
害
で
あ
る
と
。
申
呂
は
、
一
年
づ
っ
・
一
月
づ
っ
・
一
日
づ
っ
の
用
益
権
遺
贈
で
は
用
益
権
取
得
期
日
は
各
期
間
ご

(
灯
)

と
に
更
め
て
発
生
す
る
か
ら
、
頭
格
減
少
が
生
じ
た
時
期
の
み
が
こ
れ
に
襲
わ
れ
る
こ
と
を
引
合
に
出
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
方
式
へ
の
橋
渡
し
と
な
っ

(

柑

)

て
い
る
。
そ
の
方
式
と
は
即
ち
、
予
防
法
学
が
頭
格
減
少
原
理
の
好
ま
し
か
ら
ぬ
結
果
を
払
い
の
け
る
た
め
案
出
し
た
も
の
で
あ
り
(
刷
出
品
)
日
抜
目
の
な

つ
叫
)

い
予
防
法
学
が
頭
格
減
少
自
体
を
新
た
な
用
益
権
の
権
利
発
生
日
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
権
利
喪
失
の
「
法
律
学
的
一
秒
間
に
」
(
頭
格
減
少
す
る
と
き
に
)

用
益
権
再
設
定
を
達
成
し
た
。

こ
う
み
て
く
る
と
、
こ
の
六
つ
の
断
片
門
〈
巳

-
Eふ
凸
の
間
か
ら
、
精
巧
に
紡
が
れ
た
問
題
連
関
が
現
わ
れ
て
く
る
日
権
利
発
生
日
1
1
1頭
格
減
少
に

よ
る
用
益
権
喪
失
ー
ー
そ
の
否
定
(
相
続
承
認
以
前
お
よ
び
始
期
到
来
以
前
の
遺
贈
に
つ
い
て

)ll同
バ
ノ
(
一
年
づ
っ
・
一
月
づ
っ
・
一
日
づ
っ
の
遺

贈
に
つ
い
て

)
1
1同
じ
く
(
『
頭
格
減
少
す
る
と
き
は
い
つ
で
も
遺
贈
す
る
』
の
文
言
あ
る
遺
贈
に
つ
い
て
)
。
」

論

(
日
)
遺
贈
か
ら
生
ず
る
権
利
の
取
得
時
期
に
つ
い
て
、
従
来
は
、
二
つ
の
時
期
の
区
別
が
一
般
化
さ
れ
て
い
た
|
|
会
E

F
官
丘
兄
島
民

2
5
3待
日
)

お
よ
び

P

F

〈
巾
ロ
旦
(
岳
g
J『
2
5
5
)
一一関口口
W己
冨
凶

ω印
甲
山
船
田
町
三
五
九
〈
「
受
遺
の
期
日
が
近
づ
く
・
接
近
す
る
」
お
よ
び
「
期
日
が
到
来
す

る
」
)
、
千
賀
訳
・
ユ
ス
チ
ニ
ア
1

ヌ
ス
帝
欽
定
縫
馬
法
学
説
業
纂
第
七
巻
(
大
正
一
二
年
)
二
七
三
・
二
七
七
「
始
期
が
経
過
す
る
」
・
「
期
日
の
到
達
」

(
D
独
訳
に
似
る
)
、
原
因
三
六
八
「
権
利
発
生
日
」
・
「
権
利
請
求
日
」
〈
末
松
・
ガ
l
イ
ウ
ス
羅
馬
法
解
説
二
三
七
註
一
一
一
一
一
に
同
じ
)
。
本
務
で
は
、

主
と
し
て
船
田
訳
に
従
い
(
え
・
切
戸
円
W
F甲
子
、
吋
2
7
g
c
r
(彩色・

5
印。
)
ω
A
F
ω
h
f
r
o
品
ミ

2
8
5
5間
3
u
J
Z
仏
ミ
ゲ
自

8
5
0
3
)
、
但
し
読
み
易

、

、

、

、

い
よ
う
に
取
得
時
期
と
補
っ
た

o
l
-
-が
、
こ
の
う
ち
後
者
(
企
2

2
ロ
広
)
は
、
期
日
到
来
に
の
み
関
す
る
表
現
で
あ
り
、
相
続
法
の
分
野
で
は
、
確

定
期
日
(
岳
2
8
H
Z凹
)
附
遺
贈
の
場
合
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
一
般
化
の
根
拠
と
さ
れ
る
法
文

(
d
f
5
m
-
ロ
印
C
・
E
-
N
E
買
い
♂
包
2
0

仏
HOB.
日
仲
間
巳
岱
口
巳
古
己
完
お
【
H
S
R
H
唱。

2
ロ
5
5
J
S町
内
門
出
巾
g
w
m
F間口
5
g
H
S
H
U
仏

M
g
M
3巳
ω
凹巾

ρ己
O
唱。円ロロ
E
H
U
2
F
司

D百
件
)
は
問
答
契
約
に
関

す
る
。
以
上
。
g
n
p
d
g同
B
2
c
m
b
m
E
Hゆ
え
岱
巳
ロ
己
岳
P
H
O
B
-
(
N
a・
5
日∞
)
ω
S
U
C同
D
E
c
-
H
F町
田
片
岡
ロ
己
岳
H
H
O
B
-
(
N
邑
・
呂
田
N
)
N斗
F

N∞
∞
戸
師

"ω
∞
ω
p
ω
U
阿
内

goH
阿
川
岡
山
岳

N∞
P
一=・

し
た
が
っ
て
、
遺
贈
取
得
日
に
つ
い
て
は
、
期
日
接
近
・
権
利
発
生
日
(
岳
2

2
品。ロ
ω)

の
み
を
中
心
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
(
同
日
2

如
何
毘
日
)
。
即
ち
、
元
来
、
遺
贈
の
効
力
発
生
は
遺
言
相
続
開
始
か
ら
分
離
し
え
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
が
(
相
続
人
指
定
は

g
恒三

Z

P
ロ
含
g
g
z
g

北法17(1・10)10
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(一)

件
。
江
戸
田
仲
E
g
g
s
t
h
原
田
コ
一
四

O
、
〉
包
口
m
g
Hえ
・
可
。
・
)
、
家
外
相
続
人
に
よ
る
相
続
開
始
(
遺
言
者
死
亡
時
で
は
な
く
て
「
相
続
承
認
」
(
邑

ZFo

r
H
a
H
g
t
ω
)
時
二
原
田
三
四
八
、
船
田

N
二
九
七
)
の
場
合
に
、
受
遺
者
の
遺
贈
取
得
が
相
続
承
認
、
即
ち
家
外
相
続
人
の
意
思
に
左
右
さ
れ
る
の
を
避

け
る
た
め
に
(
関
目
的
。
門
戸
印
U

〈
on--O可・命同ゆ円四回
S
H
F
O
B
B
-
ロ
(
戸
支
出
)ω
∞∞・

HCCC
ロ
-
H斗
U

〉
包
口
問

FD
一-
n
-
u
n
F
州
内

5
-
-
q
ω
N
印
∞
(
回
申
ω∞
)ωω
仏)、

遺
贈
に
よ
る
権
利
の
取
得
時
点
を
岳

2

2号
日
と
呼
び
こ
れ
を
原
則
的
に
既
に
遺
言
者
死
亡
時
(
ま
た
は
遺
言
書
開
封
時
日
原
因
前
掲
〉
に
置
い
た
。

但
し
、
例
外
の
場
合
と
し
て
、
仲
確
定
始
期
附
の
と
き
は
、
始
期
到
来
(
岳

2

2ロ
5
E
H
既
述
〉
ま
で
は
請
求
で
き
な
い
(
権
利
発
生
日
以
後
始
期

到
来
前
に
受
遺
者
が
死
亡
す
れ
ば
期
待
権
が
相
続
人
に
移
る
)
。

ω
不
確
定
期
日
ま
た
は
条
件
附
の
と
き
は
、
権
利
発
生
日
が
期
日
到
来
・
条
件
成
就

の
時
点
に
ず
ら
さ
れ
る
(
穴
自
由

p

g
。
付
権
利
発
生
日
が
少
く
も
「
相
続
承
認
」
ま
で
ず
ら
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
用
益
権
遺
贈
と
、
遺
言
被
解
放

者
へ
の
遺
贈
と
が
あ
る
(
関
B
2
p
u
J
C
8由
。
・
戸
内
宮
E
N
u
r
船
田
三
五
九
註
七
)
。
こ
こ
で
は
後
の
場
合
の
一
例
と
し
て

C
ザ

0
・
ω晶、

Nw
∞
を
み

る
と
、
遺
言
に
よ
る
解
放
と
ま
さ
に
そ
の
奴
隷
へ
の
遺
贈
が
遺
言
童
問
中
で
同
時
に
な
さ
れ
た
と
き
は
、
相
続
承
認
あ
る
ま
で
は
奴
隷
は
未
だ
自
由
で
な
く

相
続
財
産
に
属
す
る
な
角
〈
E
F
R
E
F
H
R
E
E
註
印
)
か
ら
、
遺
贈
が
相
続
財
産
と
合
併
し
て
無
効
に
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
権
利
発
生

日
が
延
ば
さ
れ
る
。
な
お
、
本
法
文
は
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
原
著
(
市
民
法
註
解
第
二
四
巻
)
で
は
「
カ
ト
オ
の
準
則
」

(
B
m
c
g
わ
え
D口
E
E
後
出
註
必
)

の
章
に
属
し

(
F
E己
司
巳

h
y
H
H
O
N
ロ
-N)
、
か
り
に
権
利
発
生
日
が
延
ば
さ
れ
な
い
と
す
る
と
遺
贈
は
無
効
だ
か
ら
、
カ
ト
オ
の
準
則
に
よ
り
、
遺
言

者
が
生
前
に
解
放
し
て
お
い
た
と
し
て
も
遺
贈
は
治
癒
さ
れ
ぬ
旨
を
論
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
(
ロ
E
g
m
N
叶
出
(
註

1
に
引
用

)
N
C
S
。

(
ロ
)
取
得
期
日
接
近
(
権
利
発
生
日
企
g
n
a
g
ω
)
は
一
一
凶
だ
け
が
通
例
な
の
に
、
用
益
権
に
つ
い
て
こ
の
点
が
強
調
さ
れ
る
理
由
を
の
8
8
0
(
C
m守

四円ロロ
c
u
s
p
ω
合
凹
回
一

F巾
m
m
C
N
g
h
m
r・
伊
丹
江
同
町
ω∞
)
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
付
ま
ず
、
用
益
権
の
収
益
の
現
実
性
の
た
め
、
現
実
に
収

益
あ
る
ご
と
に
そ
れ
だ
け
権
利
発
生
日
が
あ
る
か
と
の
疑
義
を
生
じ
た
の
に
対
し
て
、
ウ
ル
ピ
ヌ
ス
は
一
度
で
も
不
使
用
(
後
出
註
お
〉
や
頭
格
減
少

(
後
出
註
お
〉
が
あ
れ
ば
用
益
権
は
消
滅
す
る

(
d
g『
自
芹
D
勾
w
∞串∞

2
〈

c
n
H
C同
y
n
F
F
U
H
H
P
お
と
と
し
て
こ
れ
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
、

ωこ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
所
有
権
に
対
す
る
他
物
権

(
F
5
5
5
任
。
g
)
と
し
て
の
用
益
権
の
個
性
(
属
人
性
・
限
時
性
の
諸

原
理
H

後
出
註
羽
末
尾
)
を
エ
ラ
ボ
レ
イ
ト
す
る
過
程
な
の
だ
と
い
う
。

な
お
、
用
益
権
の
個
性
化
(
百
内
訳
〈
丘
g
z
S
)
、
法
的
構
成
の
問
題
1
1
1
そ
れ
が
法
文
中
で
「
所
有
権
の
一
部
」
(
司
目
白

ι
D
B
E
r
船
田
五

O
七
註
四
)

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
発
す
る
(
船
田

E
五

O
七
設
四
、
同
g

E

B

E

P

H
〉
|
|
に
ふ
れ
て
お
く
と
、
こ
れ
は
、
同
時
に
歴
史
的
問
題
で

あ
り
、
ま
た
、
法
的
構
成
を
そ
の
機
能
に
常
に
適
合
さ
せ
統
一
的
解
決
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
古
典
法
学
の
特
質
の
問
題
で
あ
る
(
穴
E
R
ω
N
J
a
(呂
町
也
)

8斗
U

回
馬
区
吉
弘
、
吋
民
仔
o
o
r
N叶
O)
。
即
ち
、
発
生
期
と
法
的
構
成
と
の
関
係
を
図
式
化
し
て
み
る
と
(
同
g
q
g
g
、
発
生
を
前
二
・
一
世
紀
の
既

ウルピアヌス市民法註解第一七巻について
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説

に
慨
念
分
化
(
宮
町
江
岳
山
口
宮
豆
町
四
2
8
N
W
Eロ
問
)
能
力
の
高
ま
っ
た
法
律
学
に
お
く
か
、
さ
ら
に
早
い
時
期
に
遡
ら
せ
る
か
に
よ
っ
て
、
当
初
か
ら
他

物
権
ず
と
し
て
出
現
し
た
(
の
3
一
回
)
か
、
あ
る
い
は
、
所
謂
相
対
的
所
有
権
(
吉
野
・
社
会
科
学
研
究
七
巻
一
号
八

O
頁
以
下
、
小
菅
・
国
家
七
一
巻
一
ニ
号

一
八
頁
註
二
三
、
三
藤
・
学
習
院
大
学
政
経
学
部
年
報

5
三
六
頁
註
一

O
)
、
即
ち
果
実
所
有
権
(
開
拓
自
2
5
8
仏
百
切
符
宮
邑
ωロ
ロ
昆
氏
。

r
2
5
E
E

R
昆

g
H
P
H
E
n
z
g
)
な
い
し
果
実
産
出
物
上
の
機
能
制
限
附
所
有
権
(
甘
口
w
t
o
s
-
-
Z
R
F
E
E
g
H
V
E
L
a
骨

R
E
g
m
g母国

mmnrAW)
と
し

て
出
現
し
た

R
E
R
司
混
同

F
関口問

n
z
r
2
H
(凶
器
@
)
串
出
回
(
後
出
註

ω制
)
U
何回

ωO由
UHH河
口
町
ロ
・
少

ω忍
戸
町
)
こ
と
に
な
る
。
ヵ
ア
ザ

ア
は
、
現
在
で
は
、
そ
の
出
現
時
期
(
三
世
紀
か
ら
二
世
紀
中
葉
の
間
)
か
ら
み
て
、
所
有
権
か
ら
分
化
し
た
独
自
の
物
権
と
し
て
出
現
し
た
と
考
え
、

用
益
権
に
関
す
る
限
り
は
か
つ
て
の
説
か
ら
離
れ
て
い
る
(
関
a
R・
5

ロ
2
仲m
n
r
o
F
B
L
E
B
r
s
g
N
E
E
〈
戸
阿
見
司
P
関
cp伺
R
E
E
H
M
N
R
r
S
E

a
m
r
z
s
m
(
H
E
N
)
M
M
P
E
u
r
z
o
由
(
5
8
)
ω
ミ
・
円
四
・

2
m
z
g
p
回
目
河
町
N
(
5
3
)
臼

少

な

お

ω
5
8
5
2
8
8
0
8
2
8
島

己国民
2
3
0
(
H
S
8
・
8

P

2

宮田
ω
・
も
こ
れ
に
近
い
)
。
但
し
こ
の
独
自
の
物
権
も
発
生
当
初
は
所
有
権
に
近
く
(
同
盟
問
一
-
n
-
u
ぇ
・
室
町
島
円
5
・

ω
N
2
2
8
S
A
F
N出
回
目
・
)
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
間
福
岡
目

Ho--
宮

毘

号

B
S広
か
ら
他
物
権
へ
の
法
的
構
成
の
発
展
史

(
F
5
8
4
F
ω
n
Z口付
E
問
。
ロ
門
吉

田
H
O
B
S
F
Z
O
B百
円
山
ぬ
と

b
p
z
m
g
関
宮
内
庁
H
ロ
g
L
L
R
〈

D
H
Z
V岳
会
出
向

-
w
Z
H
m
R
Z
O
(芯
怠
)
N叶

P
)
の
な
か
で
、
古
典
期
に
も
な
お
宮
ロ

向日

o
g吉
位
の
観
念
が
、
所
有
権
類
似
の
機
能
に
支
え
ら
れ
つ
つ
存
続
し
た
と
考
え
ら
れ
る
(
と
く
に
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
り
愛
好
さ
れ
た
り
巧
2
2
2
ω
N

n
F
8・
如
何
由
〉
ロ
串
ω
F
)
。
な
お
後
出
註

ω。

(
臼
)
ぷ
ロ
(
ま
た
は
吉
岡
)
会
訟
包
括
己
O
回・
3

な
お
「
一
日
ご
と
に
」
以
外
の
、
「
一
月
ご
と
に
」
・
「
一
年
ご
と
に
」
は

F
G・

(
H
〉
用
益
権
者
の
果
実
所
有
権
取
得
は
、
単
な
る
分
離
(
臣
官
B
C
G
)

で
は
足
ら
ず
、
事
実
行
為
た
る
収
取
行
為
(
旬
。
『
巳
旬

q
p
宮
ぉ
3
2
0
)

が
必
要
ハ
原

田
-
一
一

0
・
一
二
七
、
船
田
宜
三
八

O
註
八
|
二
二
)

o

な
お
、
果
実
取
得
一
般
に
つ
い
て
カ
ア
ザ
ア
(
句
列

80)
は
、
ド
イ
ツ
法
的
生
産
主
義

(P0・

ι戸
-50日間》
HZNH旬
)
か
ら
ユ
リ
ア
ヌ
ス
以
降
の
元
物
権
利
者
主
義

(ω己
y
g良
区
ザ
ロ
ロ
NF司
)
へ
の
変
化
を
想
定
す
る
(
句
一
m
u
g・
こ
れ
に
よ
れ
ば
用
益
権

者
も
以
前
は
分
離
に
よ
り
果
実
取
得
し
た
こ
と
に
な
る
〉
。
さ
ら
に
元
物
権
利
者
主
義
の
枠
内
で
も
用
益
権
者
に
収
取
行
為
が
要
求
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に

果
実
取
得
権
利
者
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
る
必
要
(
占
有
法
上
も
所
持
者
伊
丹
自
仲
良
に
な
る
)
を
、
用
益
権
の
法
的
構
成
の
変
化
|
|
相
対
的
所
有
権
起

源
説
は
捨
て
ら
れ
た
が
、
何
ら
か
の
意
味
の
発
展
は
否
定
さ
れ
て
は
お
ら
ず
(
註
ロ
末
)
、
ュ
リ
ア
ヌ
ス
以
降
の
用
益
権
の
収
取
行
為
に
よ
る
果
実
取
得

の
線
は
変
え
て
い
な
い

(
C
Z
c
タ

笥

N
Y
-
-に
対
応
さ
せ
て
い
る

(
ω
N
g
w
M印∞
)

0

な
お
、
回
B
Z
R
に
よ
れ
ば
収
取
行
為
取
得
は
既
に
ラ
ベ
オ

(0・斗

-pzu
船
田
三
八
二
註
八
「
乳
を
搾
り
羊
毛
を
か
る
こ
と
」
)
に
始
り

(
D
ヲ
ロ
広
忍

F
)

ラ
ベ
オ
が
所
有
権
に
対
す
る
用
益
権
の
個
性
の
確

立
者
と
さ
れ
て
い
る
(
呂
田

F)
か
ら
、
こ
こ
で
も
収
取
行
為
取
得
と
法
的
構
成
の
発
達
と
が
対
応
し
て
い
る
(
巧
2
3
2
ω
N
∞
Y
申∞)。

論
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i 

z 
l 

j 

(ー)

(
日
)
の
g
a
D
C
E間同
E
S
ω
O叩
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
遺
贈
(
一
日
づ
っ
の
遺
贈
)
は
、
収
取
行
為
の
可
能
な
日
の
分
に
つ
い
て
の
み
有
効
に
な
る
(
千
賀
訳

二
七
五
頁
註
こ
の
解
釈
)
。
な
お
グ
ロ
ツ
ソ
で
は
、
本
法
文
ー
ー
そ
の
他

Z
F
ロ-
F
y
g
(建
築
中
で
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
建
物
は
用
益
不
可
能

の
ゆ
え
に
用
益
権
設
定
が
否
定
さ
れ
る
日
告
号
・

5
)
|
|は
用
益
可
能
性

(
B
E
E
E
S
岳

5
5
E
C
の
主
題
の
も
と
に
「
用
益
権
の
客

体
)
の
章
に
配
さ
れ
、
他
方
、
そ
の
他
の
構
成
要
件
(
属
人
性
・
限
時
性
〉
は
「
法
的
構
成
」
の
章
に
あ
る
こ
と
を
、
後
出
註
紛
と
の
関
係
で
附
記
し
て

お
く
。

¥
 

(日

)
ω
n
v己
Nuωω
ゲルロロ
h
i
p
a
B
2
5
5
c
-
u
E
g
e
z
E咋
ム

UC目
白

o
E
R
(
5
0
8
w
S
H
E
r
o
o
H
C
(呂
田
串
)
叶

N
は
サ
ビ
ヌ
ス
の
原
テ
F
ス
ト
と
ウ
ル

ピ
ア
ヌ
ス
の
レ
ン
マ
式
註
解
と
の
区
別
を
次
の
よ
う
に
復
元
す
る
(
註

6
判
末
尾
参
照
)
。
但
し
、
本
法
文
は
、
サ
ピ
ヌ
ス
の
個
々
の
言
葉
へ
の
関
係
づ

け
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
註
解
さ
れ
て
い
る
場
合
に
な
る
(
∞
ロ
F
己
N
E
P
N
S
。

e
v
「
と
こ
ろ
で
用
益
権
の
取
得
期
日
は
・
:
:
」

C
一
事
「
な
る
ほ
ど
ド

mzc
は
:
:
:

州
内
記
出

g
g仲間

hH
・
邑

2
F・
《
邑

H
Z
7
0
5岳
S
Z
相
続
承
認
￥
日
申

h
y
ω
(
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
る
サ
ピ
ダ
ス
の
テ
ダ
ス
ト
の
正
当
化
〔
後
出
註
口
対

応
本
文
〕
が
拡
張
解
釈
へ
導
く
い
申

ω

〔
後
出
註
別
対
応
本
文
〕
)

M
-
t
z
p
-
合
E
m
昨
日
昨
日
用
益
権
》

H

「
用
益
権
:
:
:
の
み
な
ら
ず
用
益
権
の
訴
権
も
ま
た
:
:
:
申
品
・

(口

)

D
で
は
こ
の
ラ
ベ
オ
対
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
論
争
が
完
全
に
削
除
さ
れ
た
。

(
臼
)
後
出
註

ω。

(
悶
〉
相
続
財
産
中
の
奴
隷
(
目

2
g
Z
H
a
H
S
H
F
g
h
註
日
末
付
参
照
)
は
無
主
の
休
止
相
続
財
産
(
原
因
三
五

O
〉
の
た
め
に
用
益
権
を
取
得
し
え
な
い

(
】

VE--
〈
え

-
g
ぃ

g
E
同門口

25mHHMO
句
作
目
。
口
白
宮
古
口

Cロ
宮
門
ゆ
え
・
用
益
権
を
要
約
す
る
そ
の
問
答
契
約
は
無
効
)
が
、
遺
贈
に
よ
り
受
遺
者
と
さ

れ
る
場
合
に
は
権
利
発
生
日
が
ず
ら
さ
れ
て
相
続
承
認
者
(
主
人
)
の
用
益
権
取
得
が
可
能
と
な
る
の
で
、
本
法
文
の
よ
う
に
司

2
8
5
仏

c
g
g
F
Z
m
y

R
S
ユ
A
5
5
H
Z
F
H
F
官
邸
見
と
い
わ
れ
る

(OHog0・
c
g同H
E
S
ω
串
印
一
戸
巾
岡
田
口

N∞
mvphm)

(
却
)
確
定
始
期
附
遺
贈
の
権
利
発
生
日
は
、
用
益
権
以
外
の
場
合
な
ら
原
則
通
り
で
あ
る
(
期
日
到
来
の
問
題
が
生
ず
る
に
止
る
H

註
日
)
が
、
用
益
権
遺

贈
の
場
合
は
権
利
発
生
日
自
体
が
始
期
到
来

(
L
H
2
5ロ
ュ
・
本
文
)
ま
で
ず
ら
さ
れ
る

(
C
S自
D
Fゆ四
ω
C
N
g
p
y
ω
毘

p
g
。

(
幻
)
「
用
益
権
の
訴
訟
」
(
俗
円
己

D
母

E
C
同g
n
Z
)
が
、
遺
贈
取
得
以
前
の
場
合
(
本
法
文
・
註
日
末
尾
)
に
も
以
後
の
場
合
(
〈
丘
町
同
後
出
註
お
)
に

え
用
益
権

(
E
m
g
E
n
g
)
自
体
と
並
ん
で
註
解
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
訴
権
は

F
S
E
ω
∞
O
p
s
-
巧

2
5
自
由
〉
Y
H
H
g
u
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船
田

E
五
一
四
註
三
七
に
よ
れ
ば
三
口

L
Rえ
5
5
5
h
E
2
5

り
し
な
い
(
後
出
註
部
)
。

(

m

μ

)

な同
H
E
r
m
m
F
F
3
E
2
5
8ロ
lmo口
町
己
(
司
自
己
2
H
W
Oロ
)ω
・
戸
冨
巳
0
(
H
B
M同
C
R
2
Y同
)
は
本
法
文
を
引
用
す
る
。
そ
の
意
味
は
次
註
。

(
幻

)
E
E
E
-
p
n
O
H
O
-
3
(
ζ
c
g自
由
ロ
ロ
・
邑

F
]・
は

E
E
ω
問
巾
円
。
と
校
訂
す
る
。
そ
の
と
き
は
い
出
2
日
目
ロ
l
ω
2
F向。
-
F

戸
〉
問
2
0
(斗
)HωEHF-

n
y
R
p
r
m
d
i
H
Z口)
0

対
物
訴
訟
(
註
幻
)
と
し
て
の
本
文
の
意
味
を
巧
-
a
g
r
E同
門
戸
を
参
照
し
つ
つ
私
な
り
に
考
え
る
と
、
始
期
以
前
に
争
点
決

定
さ
れ
た
用
益
権
対
物
訴
訟
は
目
的
を
欠
く
か
ら
、
排
斥
的
効
力

(E〉
戸
田
凹
凸
匡
己
目
3
H
r
E
m
-
-
同
2
2
河
口

B
-
M
M
ユS
H『・

(
ω
z
e
g
g
n
r
)
ω
E
U
船
田

町
五
二
二
、
の
ち
の
再
訴
に
対
し
て
は
抗
弁

z
n
G
E
O
R
-
-ロ
古
色
町
宮
日
仏
丘
口
三
宮
が
対
抗
さ
れ
る
)
を
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
但

し
、
巧
一
B
E
r
m
N
8
2
2
8
H
H
ω
P
は
、
ー
ー
ー
忽

NlAF
は
全
体
と
し
て
は
物
権
的
遺
贈
に
関
す
る
が
、
本
個
所

(
ω
m
g
z
g
E
Z
岳

O
B
E
E
F
-

ロ
2
5
2
z
-
a由
。
)
に
関
す
る
限
り
は

l
l
l、
始
期
以
前
に
争
点
決
定
さ
れ
た
対
物
訴
訟
(
前
記
)
の
排
斥
的
効
力
の
不
存
在
は
必
ず
し
も
自
明
で
な

い
こ
と
、
本
法
文
冒
頭
の
「
用
益
権
の
訴
権
も
ま
た
:
:
:
」
の
実
質
的
意
味
た
る
白
2
5
3内
宮
の
表
現
は
未
開
な
る
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
、
債
権
的

遺
贈
に
基
づ
く
・
用
益
権
設
定
を
請
求
す
る
・
対
人
訴
訟
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
を
承
け
て

F
g
o
-
ω
N
S
(
5
5
)
E
N

P
N
は
、
本
法
文
冒
頭
を

Z
oロ凹
D♀-ロ日
HgH出】白
E戸戸H門z。ヨ.凹巴↑円司宮》昂命
a叫〈丘』ロ《
ι同出H呂口gω巳同巴
-r芯《D)ロ5命
B
}
r。問宮
ω一

円8伶《
ι凶昨F、
阻
止
口
。
口
問
)
2
L内w
g
E
C
O
R
B
-。間岱
it・
の
ル
門
司
・
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
虫
色
。

ω聞
広
(
前
註
)
は

2
5
m
g《U
Z
と
な
る

(
F
P
P
「
同
旨

い
出
E
B
Eロ
ω
2
r己
目
・
〈
-HWHnetcH
∞N)
。
千
賀
訳
二
七
八
註
二
、
。
g
n
r
H
U
F
S
∞
P

2
も
対
人
訴
訟
の
枠
内
で

(
1
5
湾
お
お
お
B
3
5
な

り
や
否
や
の
問
題
と
し
て
)
考
え
て
い
る
。

(
制
〉
レ
エ
ネ
ル
で
は
も
う
一
つ
法
文
が
続
く
日

N
2申
(
り
・
J
1

・
Y
斗

N)
日
「
空
虚
な
所
有
権
の
所
有
者
が
(
第
二
の
)
用
益
権
を
遺
贈
す
る
と
き
は
、

γ
P
2ぽロロ
ω
が
そ
の
信
託
遺
贈
質
疑
録
第
三
巻

で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
遺
贈
が
有
効
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
遺
言
者
生
存
中
ま
た
は
相
続
承
認
以
前
に
(
現
存
用
益
権
が
)
所
有
権
に
附
合
(

U
混
同
)
す
る
な
ら
ば
(
第
二
の
用
益
権
は
)
受
遺
者
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
、
は
正
し
い
。

ζ
B
Q
B
E
は
、
さ
ら
に
、
用
益
権
の
附
合
す
る
の
が

た
と
え
相
続
承
認
以
後
で
あ
っ
て
も
、
期
日
は
有
効
に
接
近
し
、
用
益
権
は
受
遺
者
に
属
す
る
と
ま
で
認
め
る
。
」

(
既
に
用
益
権
設
定
済
の
空
虚
な
所
有
者
が
、
さ
ら
に
用
益
権
設
定
(
物
権
的
遺
贈
に
よ
る
)
し
う
る
こ
と
を
認
め
た
法
文
。
千
賀
訳
二
四
一
一
貝
註
四

に
詳
し
い
解
説
が
あ
る

o
F
u
r
S
F
C同y

Z
・
(
註
ロ
企

U
即
日
ぢ
ロ
P
Z
D
N
F
S
σ
5
5
E
ω

岳

E
ロ骨

E
S
(戸
市
町
田
日
)
回
答

F
H
H
ω
・
本
法
文
は
、

同v
g
-
0・
u
f
y
g
z
A丘
町
ロ
ロ
ιEH】
Z
r
o
F
門
吉
宮
出
』
g
E
C
M
C
S
F
R
E
B
ロ
C
D
E
r
S
F
Sヨ
g
E
E
E
P
E
g
g
S
L
m門司℃
C
Zぇ
・
と
同
じ

説論

(
「
用
益
権
取
戻
訴
権
」
)
の
こ
と
で
あ
る
が
、
常
に
対
物
訴
訟
な
の
か
私
に
は
は
っ
き

北法17(1・14)14 



(ー)

状
況
を
示
す
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
る
|
|
但
し
、
司

E
r
文
に
お
け
る
第
二
用
益
権
設
定
方
法
は
法
廷
譲
与

(
5
E
5
2
8
0
)
で
あ
り
、
そ
れ
が
始

期
・
停
止
条
件
鮒
と
な
る
難
点
(
え
・
旬
。
ヲ
ロ
・

8
・
H
F
叶
叶
)
の
解
決
と
し
て
切
お
8
5
5
H
P
H
H叶
g
E
S
の
E
ユロ
o
E
F釦
σ
g
E
(呂
志
)

お

B
・
E
-
N
0・
な
お
パ
ウ
ル
ス
文
の
こ
の
状
況
は
、
用
益
権
の
概
念
が
所
有
権
に
依
存
す
る
他
物
権
で
あ
っ
て
、
宮
B
L
O
B
S
-
-
で
は
な
い
こ
と
を

一
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
切
5
5ロ
O
H∞
∞
田
-

u

関
g
R
明，

mnrF
同
cmnFωWRH
串

g
p
z
r
ω
N
2
・
ω品∞

P
N
C

(お

)
ω
円
}
戸
己

N-mωrscmiHり
E
問
自

2
5
(註
刊
日
)
誌
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
本
法
文
の
前
に
次
の
内
容
の
サ
ピ
ヌ
ス
の
テ
ダ
ス
ト
が
あ
っ
た
(
但
し
、
後
出
註
必
〉
日

象
(
け
防
司
王
回
目
ト
ロ
5
5
5
m
B
E
F昨日

E
E
同H
5
2
m
w
A
E
F
S
B
g房
長
三

E
m
g・
ョ
(
頭
格
減
少
に
よ
り
失
わ
れ
る
用
益
権
は
、
既
に
設
定
後
の
も
の
)

関
O
B
E
g
H
R
H
r
位
認
号
・
《

5
5
同H
C
n
z
s

「
用
益
権
の
み
な
ら
ず
用
益
権
の
訴
権
も
ま
た
・

:
:
S
F
)
(註
日
未
参
照
)

N
-
邑
Z
H
7
2
5
3
5
8
5
E
E
5
2
3
h

内

w
U

「
用
益
権
設
定
が
市
民
法
に
よ
っ
た
か
法
務
官
の
保
護
に
よ
っ
た
か
は
無
関
係
:
:
:
(
註
別
対
応
本
文
)

『
〉
「
し
か
し
、
失
わ
れ
る
の
が
頭
務
減
少
に
よ
る
用
益
権
は
、
既
に
設
定
さ
れ
た
後
の
も
の
だ
け
で
あ
る
:
:
:
申
同

(
H〈
巳
毘
)
・

N

(

後
出
本
文
〉

口
)
「
と
こ
ろ
で
、
頭
格
減
少
が
消
滅
さ
せ
る
用
益
権
は
既
に
設
定
さ
れ
た
後
の
も
の
戸
け
か
ら
、
そ
の
結
果
、
:
:
:
申

ω
(
H〈
m
p
g
後
出
本
文
)

(
m
m
)
S
E
L
3
F自己
0
・3

邦
訳
例
を
み
る
と
、
末
松
・
ユ
帝
欽
定
権
馬
法
学
提
要
(
大
五
)
一
一
一
頁
「
頭
格
喪
失
」

l
l「
頭
格
」

(S巳
)
の
訳
は
「
身

格
」

(
m
g
z
p
但

し

烈
E
R
E凶

NωAFP
品

U
F
O
d
ω
N
斗∞(岡市町田同

)
H
S
P
E
ω
(円
四

-
H
S
ロ
-
E
S
で
は

m
-
s
z
n
E
-
E岡
山
原
因
(
後
出
国
家
〉

で
は
「
地
位
」
、
春
木
・
船
田
ハ
後
出
)
で
は
「
身
分
」
)
の
訳
と
対
照
に
な
る
。
「
喪
失
」
(
仏

OBHECC)
の
訳
は
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
「
降
等
」

(
u
a
s
ε
t
S

Fロ
切
2
5
r
c口問

E
『

阿

川

2
r
z
E
F仲間
roH円
い
∞
ヨ
件
。

B
戸
巴
)
の
意
味
に
お
け
る
「
減
少
」
の
訳
を
却
け
た
も
の
(
六
四
頁
註
五
)
。
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
の
説

に
つ
き
の
E
三
匂
豆
E
5
-
Nロ
ロ
-
H
U
図
。
ロ
貯
ロ
件
。
。

0
3
0
H
H
N
U
P
H
h
z
o
口
P
H
W
M
U
切
E
E
E
L
吋

2
7回
c
c
r
E品
ロ
ロ
・
十
甲
山
原
因
、
厳

格
市
民
法
に
於
け
る
羅
馬
家
族
法
の
研
究
会
一
)
国
家
四
三
巻
(
昭
四
)
一
号
六
四
頁
註
五
。
|
|
春
木
・
緩
馬
法
(
大
一
五
年
度
〉
中
巻
三
三
九
貰
、

船
田

E
五
二
頁
「
人
格
消
滅
」
(
五
四
頁
註
五
「
頭
格
と
い
う
よ
う
な
意
味
不
明
の
漢
字
を
:
:
:
避
け
る
」
)
。
原
因
前
掲
個
所
(
国
家
)
、
ロ
1

マ
法
四
七

頁
で
は
原
語
使
用
(
但
し
、
説
明
と
し
て
は
「
発
生
的
に
は
メ
ン
ハ
l
(
口
省
三
)
の
減
少

(ι
。
B
Eロ巴
O
)
」
。
な
お
羅
馬
私
法
綱
要
(

1

)

昭
八
年
版
二

六
頁
(
昭
十
年
版
三
一
頁
)
で
は
一
時
「
頭
格
消
滅
」
を
使
用
)
。
問
中
・
ロ
l
マ
帝
政
時
代
に
於
け
る
居
住
制
限
の
刑
の
観
念
・
論
叢
四
六
巻
六
号
八

九
六
頁
「
頭
格
減
少
」
。
吉
野
(
後
出
註
必
)
「
頭
格
消
滅
」
。
本
稿
で
は
、
本
制
度
の
多
様
な
歴
史
(
後
出
註
必
)
を
考
慮
し
て
、
問
中
訳
の
直
訳
に

従
っ
て
お
く
。

ウノレピアヌス市民法註解第一七巻について

(

幻

)

巧
昂
R
F
n
R
N匂

phFω
は、

D
の

E
E
Z
は
ユ
帝
の
作
で
あ
り
、

V
の
欠
落
の
補
充
と
し
て
は
、
誰
か
法
律
家
の
意
見
引
用
(
』
耳
目

HENMgC
た

北法17(1・15)15



説

る
べ
き
も
の
と
す
る
。
な
お

mnycz・∞内
wrFロ
zmlHり
g
岡田

g
R
叩

N
で
は
、

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

(
∞

ω
〉

付

対

物

訴

権

(

註
mμ
了
後
出
註
M
W

対
応
本
文
〉
を
実
体
権
取
得
以
後
に
も
別
個
に
考
察
す
る
(
参
照
・
註
日
・
お
)
の
は
何
故
か
、
私
に
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
〈
∞
品

HPHFω
舟
ロ

O
B
g
m
N
5
5
《
出
回
え
芯

gHH問。
n
s
s
g
同国同昨日

noFHO
唱

R

V
ユ
語
昆
ル
n
m
N
5
5
号
-
-
よ
加
え
E
R
0・
5
B
2
E間何回

。
庶
民
ι
ロ
(ZHN)
は
未
見
)
。
同
名
の
訴
権
に
つ
き
「

ωncc
《凶
O
E
E『
E
n
g
は
用
益
権
自
体
と
同
じ
仕
方
で
失
わ
れ
る
。
但
し
不
使
用
(
ロ
ロ
ロ

E
m昆
C)

に
よ
る
場
合
を
除
く
0

・
:
・
:
」
と
伝
え
る
可

E-
自
民
国
包
〈

R
念
気
回
問
。
同
句
一

m
ω
g
P
8
註
幻
)
と
併
せ
て
み
れ
ば
、
対
物
訴
権
が
不
使
用
で
は

消
滅
せ
ぬ
が
頭
格
減
少
で
は
消
滅
す
る
と
い
う
対
照
の
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
今
度
は
、
前
記

MME「
〈
R
A
B
(
不
使
用
に
よ
り
用
議
権
は
消

滅
す
る
が
用
益
権
取
戻
訴
権
は
消
滅
せ
ぬ
)
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
物
権
的
遺
贈
の
取
得
(
期
日
接
近
)
は
あ
っ
た
が
、
ま
だ
事
実
上
の
用
益
が
開
始

さ
れ
て
い
な
い
と
で
も
い
う
よ
う
な
局
面
で
も
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
ハ
後
続
す
る

V
に
固
有
な
部
分
ハ
次
註
m
m
対
応
本
文
)
は
そ
の
よ
う
な
局

面
を
含
ま
せ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
〉
。

ω
こ
れ
に
対
し
て
、
釦
。
品
。
戸

E
E
O同
区
が
対
人
訴
訟
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
使
用
に
よ
っ
て
は
消
滅

せ
ぬ
雀
き
か
ら
、
前
記
の
頭
格
減
少
に
よ
る
消
滅
の
場
合
と
の
対
照
が
意
味
を
も
っ
て
く
る

o
u
g
E
2岡
山
思
邑
g
g
v
h
C
E
S
S

z
a。
ュ
宮
叩

r
z
s
v
z日
常
B
E£
守
口

(HSguω
斗

P
品
立
お
印
お
よ
び
バ
ッ

F
ラ
ン
ド
(
後
出
註
紛
糾
〉
は
明
ら
か
に
対
人
訴
訟
と
し
て
い

る
。
グ
ロ
ツ
ソ
の
以
下
の
よ
う
な
叙
述
も
対
人
訴
訟
説
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
ま
ず
、
〈
釦
P
A
S
で
も
言
及
さ
れ
か
つ
頭
格
減
少
で
消
滅
す
る

Hwntc
含
己
加
え
2
n
Z
は、

HVmg志一
D
E
の
よ
う
に
こ
れ
を
許
容
遺
贈
(
ぽ
官

g
s
m
F
Rロ岳

B
D内HDH
原
因
一
一
一
六
一
一
一
〉
の
場
合
に
限
定
す
る
必
要
は
な

い
〔
つ
ま
り
債
権
的
遺
贈
も
含
ま
れ
る
?
〕
と
述
べ
、
わ
-
F
ω
ω
・

5
ハ
下
記
)
を
参
照
せ
し
め
る
(
の
g
n
o
d
g『
B
H
H
o
m
o
N
P
H
)
。
つ
ぎ
に
、

こ
の
勅
令
に
よ
れ
ば
、
用
益
権
不
使
用
(
ロ
己
口
三
g
仏

D
E
g
g
-
弘

司

O
H
E
E
B
2
-
z
gロ
昨
日
出
向
。

E
Sロ
2
E
g
M
同

2
5
同
同
口
三
日
ロ
ロ
O口問
E
F
R
F叶

百
戸
『

2
2
5
H
F
g
)
に
よ
る
消
滅
が
用
益
権
自
体
以
外
に
、
問
答
契
約
ま
た
は
遺
言
(
こ
の
場
合
、
債
権
的
遺
贈
)
に
基
づ
く
・
用
益
権
設
定
を
請
求
す

る
・
対
人
訴
訟
(
宮
B
O
E
r
虫
色
。
宮
忠
告
湾
同
(
凹

F40
日

間

5
)
g口
問
自
口

Z
5
5
2♂
民

4
2
5
E
-
E
E
5
P
O
S
E
-
ω

同2
2
5
《r
p
n
H
E
a
4
2

2
5
5
2ロ
HOHO-符

E
Z
)
に
も
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
き
、
古
典
期
法
律
家
の
聞
に
論
争
あ
り
|
|
こ
れ
に
対
し
て
、
ユ
帝
は
、
用
益
権
自
体
も
ま

た
消
滅
せ
ず
ハ
但
し
、
時
効
期
間
の
一

O
年
ま
た
は
ニ

O
年
(
白
邑
g

p

s

B
口
N
N
H
P
N
)
へ
の
大
幅
延
長
の
意
味
)
と
改
革
し
た
|
|
、
の

3
8

∞∞∞

P
H
は
こ
の
点
に
つ
い
て
♂
昨
官
二
曲
目
巾
岡
田
長
記
(
同
町
吉
田
宮
)
司
自
]
〈
え
・
怠
ョ
と
附
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
〈
同
丹
念
の
白
n
p
o
号

g
=

P
H
n
g
は
上
記
勅
令
の
対
人
訴
訟
を
指
す
文
脈
に
な
る
。
さ
ら
に
、
用
益
権
保
護
一
般
に
関
す
る
グ
ロ
ツ
ソ
の
叙
述
の
中
で
は
、

R
C
C
舟

臣

民

2
2ロ

を
対
物
訴
訟
に
限
定
す
る
記
述
は
な
い
。
な
お
、
後
続
す
る

V
固
有
個
所
(
上
記
判
末
尾
参
照
〉
に
は
少
く
も
対
人
訴
訟
が
含
ま
れ
て
い
る
し
、
回
自
己
耳

一
般
に

2
2
5
2
F
g口
広
三
は
サ
ビ
ヌ
ス
ま
た
は
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
言
葉

論
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? 
主

、

は
対
人
訴
訟
の
み
で
欠
落
補
充
し
て
い
る
(
次
註
末
尾
)
。
な
お
り
-
u
J
ω
-
Y
品
に
お
け
る
田
町
内
3

P

F

F

を
対
人
訴
訟
と
す
る
レ
エ
不
ル
に
つ

き
註
お
末
尾
。

H 

こ
の
欠
落
部
分
は
、
他
の
場
合
と
異
り

D
に
対
応
部
分
が
全
く
存
在
せ
ぬ
た
め
、
そ
の
補
充
は
全
く
推
測
に
よ
ら
ざ
る
を
え
ず
、

t
司再俗円』同
2

↓2
5・

PKFω
は
モ
ム
ゼ
ン
(
本
文

h
T
E
n
o仲
間
同
凶
，

E
0
5ロ
ヨ
『
g
n
z
g
a
-
-
z
m
g
B
E
S
]
話
}
司
貸
出

L
Z
g
g
g
E
E
B
F問
。
)
を
最
善
と
す
る
。
な
お

∞
色
。
二
ロ
宮
(
次
註
)
に
よ
れ
ば
、
〔

E
自

己

2
J
E
B
P
5
5
3
含

B
E
5
5
B
U
E
z
-
-
(前
註
末
尾
参
照
)
。

(

m

剖
)
三
己
巴

0
5
同

)
5
2
0
3
3
D
と
同
じ
に
こ
の
言
葉
で
欠
落
(
本
断
片
原
テ
ダ
ス
ト
第
四
行
〉
を
繍
充
す
る
の
は
(
後
続
の
属
州
用
益
権
保
護
は
属
州
長
官

告
示
に
よ
る
か
ら
)
正
し
く
な
い
が
、
と
に
か
く
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
、
こ
の
場
所
で
市
民
法
上
の
設
定
に
よ
る
も
の
に
限
ら
れ
ぬ
旨
を
述
べ
た
に
止
る
と

考
え
ら
れ
る
、

F
2
-
2
図
。
号

-
P
E
u
t弓
0片
岡
、
吉
岡
吋
凹

n
F
ω
円
E
-
N
M
-
H
2
P
H
(ベ
ェ
、
セ
ラ
ア
同
様
に
〈
ロ

2
5〉
)U
〉
E
ロ
m
F
E
(
H
H
E
)

N怠
ロ

-H
引
の

B
田
o
d
z
p
H
2
0
ω
S
P
N
h
当
局
R
r
2
N∞斗

P

8
・

D
に
お
け
る
「
法
務
官
の
保
護
」
の
件
下
は
属
州
と
イ
タ
リ
ア
と
の
区
別
消

滅
(
次
註
)
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
(
の
HDEC
ミ
。
)
。
な
お
保
護

(ZED)
の
語
は
、
三
八

O
年
以
降
の
東
帝
国
の
勅
令
の
用
語
と
い
わ
れ
る
(
者
己
R

-
-
p
u
d弓
5
n
Z
H
「

n・)。

(
幻
)
上
納
地
(
『
ロ
ロ
L
E
E宮
口
《
民
間
江
戸
出
・
元
老
院
管
轄
属
州
)
・
貢
納
地

(
h
g
r
E由
江
口
国
元
首
管
鰭
属
州
)
の
訳
語
は
、
末
松
訳
ガ
イ
ウ
ス
(
邑
の
巳

-M-

E
凶
)
・
船
田

E
二
四
五
に
よ
っ
て
お
く
。
属
州
に
お
け
る
用
益
権
設
定
方
法
た
る
合
意
(
官
官
t
D
h

の巴・

N
・

2
)
は
用
益
権
と
同
内
容
の
物
権
関
係
を

生
ず
る
(
原
因
一
一
一
一

O
、
船
田
四
九
六
註
六
、
関
口
己
向
。
}
司
何
回
お
一
口
・
印

Uの
B
自

D
u
g
-
。
Dロ可
ω
い
回
虫
色

2
r
n
-
(物
権
関
係
を
生
ず
る
の
は
後
出
の

永
借
地
の
場
合
と
同
様
の
可
邑
ユ

5
耳
目
己

Z
ロ
岳
町
吋
耳
ロ
岳

g
g凶
)
U
ω
o
F
N
p
r
s
-
印
・
口
町

)0
ヂ
オ
ク
レ
チ
ア
ヌ
ス
帝
が
さ
『
ロ

2
5
を
全
イ
タ
リ

ア
に
及
ぼ
し
(
二
九
一
一
年
、
〉

5
・
〈

5
・
8
・
ω
H
h
m戸間
m
H
F
F
S
D
E印
。
凹

onFOHP5--uHEE
〉

S
E
R岡
山
(
呂
町
同

)ω
昂
)
、
属
州
と
イ
タ
リ
ア

(『戸口仏
g
H件。
-H門
戸
田
)
と
の
区
別
は
理
由
を
失
ぃ
、
ユ
帝
に
至
り
形
式
上
も
消
滅
し
た
(
図
。
ぇ

B
F
ゎ
D
H
S
F
ア

Mg)0
本
断
片
以
外
で
も
属
川
の
区

別
の
ユ
帝
に
よ
る
削
除
を
一
万
す
二
重
伝
承
と
し
て
は
〈
え
・

M
g日付。・∞・

2
・
N
(回
5
8ロ♂

ZDNFOBHOBEω
岳

5
丘
H
E
S
(
H
m
w
E
N
)
N
N
H
P
2
)
。

D
で
は
削
除
部
分
の
代
り
に
「
引
渡
さ
れ
た
と
き
も
」
門
可
出
品
百
拐
』
ロ
C
』
Ew]
と
な
っ
て
い
る
o

ユ
帝
法
に
お
け
る
用
益
権
(
一
般
に
役
権
)
の
無
方
式

設
定
の
一
般
的
承
認
を
示
す
(
町
内

E
R
古川

HFMMH
ロ
-MN)
。
な
お
、
次
註
末
尾
。

(
辺
)
本
断
片
原
テ
ク
ス
ト
第
五
行
の
欠
落
補
充
に
つ
き
∞
虫
色
。
円
∞

2
p
u
-
-斗
。
に
よ
れ
ば
、
上
納
地
(
残
存
部
分
)
に
続
い
て
貢
献
地
(
耳
}
吉
『
見
守

コO
)

で
埋
め
る
の
は
よ
い
が
、
さ
ら
に
後
続
部
分
を
モ
ム
ゼ
ン
の
よ
う
に

D
と
同
じ
に
埋
め
る
と
、
略
記
号
に
よ
る
も
六
三
字
に
な
る
か
ら
(
断
片
各
行

平
均
字
数
は
五

O
l六
O
H
註

4
)、
最
後
の
部
分
た
る
地
上
物
(
〈
由
民
有
忌

ao)
は
補
充
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
巧
】

g
n
w
a
吋

2
5・
N
ミ

P
怠

も

(
却
)

ウノレピアヌス市民法註解第一七巻について
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説

地
上
物
が
用
益
権
設
定
対
象
と
し
て
の

Z
m
Z
お
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
と
い
う
理
由
を
加
え
て
、
一
件
司
・
と
す
る
(
但
し
、
物
権
性
に
つ
い
て
、
地

上
物

R
B
2
2凶
ω∞
ω
p
z
u
小
菅
・
国
家
七
一
巻
三
号
三

O
頁
註
四
一
〉
と
永
借
地
(
さ
し
当
り
関

E
R
H
M一mω
∞
N
P
∞
山
巧

-OR『
♂

F
V
O
G

E
E
g
)
凶
お
と
と
の
聞
に
差
を
認
め
る
意
味
で
は
な
か
ろ
う
)

o

な
お
、
訳
文
で
は
の
8
回
目
島
ぎ
の
補
充

(
-
5
7
|
(
2
-
m唱
え
5
3
5ロ

印
仲
同

2
5
8
a
t
z
ω
)
を
加
味
し
て
あ
る
。
永
借
地
・
地
上
物
へ
の
用
益
権
設
定
方
法
は
引
渡
に
準
ず
る
(
一
例
と
し
て
ロ
叶
.
少

ω
の
解
釈
に
つ

き

の

s
a
c
S
ω
)
0
属
州
で
の
設
定
方
法
(
前
註
)
も
含
め
て
、
一
般
に
古
典
期
イ
タ
リ
ア
の
土
地
で
無
方
式
設
定
に
よ
る
用
益
権
が
法
務
官
法
上
の
保

護
を
九
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

L
て
否
定
さ
れ
る
(
関
自
日
庄
一

E
N
E∞
P
司
山
間
同
日
常
国
ν
一m
H
F
N
E
P
N
U
の
HD由目。

ω
8・
ω記
-
m
n
z
-
N

Q
附

NF
∞
∞
斗
目
印

2
0
5
F
n
u
船
田

E
四
九
八
註
八
・
一
一
。
但
し
、
原
田
一
三

O
付
〉
。

(
お
〉

D
で
は
ユ
リ
ア
ヌ
ス
引
用
が
全
く
削
除
さ
れ
、
そ
の
代
り
に
(
後
続
部
分
日
ロ
胡

N〉
、
用
益
権
遺
贈
の
設
例
が
、

H
2
2
E
5
5
5同g
n
g
ω
(後
続

本
文
に
お
け
る
「
私
」
は
信
託
遺
贈
受
遺
者
。
「
返
す
」
(
吋

g
t
Z
2巾
)
は
信
託
遺
婚
の
用
量
岡
山
一

Z
E
B
B
-ロ
1
m
2
w己
凹

-
r・
〈
・
)
を
伴
う
土
地
遺
贈

に
お
き
か
え
ら
れ
た
結
果
、
頭
格
減
少
の
無
害
さ
の
原
理

L
か
保
存
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
深
刻
な
変
更
が
生
じ
て
い
る
(
巧
芯

R
w
q
Nミ
ロ
品
目
)
。

(
担
)
文
章
の
樽
文
は

C
2
5
包
8
2
5
5
1
1・
E
|
|
(直
訳
と
し
て
千
賀
訳
二
八
三
註
)
。

ω門官一
N
F
Eロ
E

P
品
ヨ
g
芯

E

P

8
に
よ
れ

ば
、
ゥ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
が
サ
ピ
ヌ
ス
の
テ
ク
ス
ト
を
さ
ら
に
論
理
的
首
尾
を
一
貫
さ
せ
る
か
た
ち
で
承
認
す
る
文
句
で
あ
る
。
者
百
印
円
宮
司
M
∞
斗
は
、
こ
の

表
現
自
体
は
ガ
イ
ウ
ス
的
な
特
徴
を
も
っ
と
い
う
。

(
お
)
ぷ
恒
三
段

B
A
S
口印刷】

F
Z
B
F口
三

E
R
H戸

(OFF四
D)ヨ

(
お
)
象
(
ロ

Eω
昨
日
昨
日
)
同
作
阿
国
巴
苫

ω活
用
益
権
遺
贈
の
お
宮

E
E
に
つ
き
、
〈

on--司
-
n
u・
ω
H
N
P
N
ω
H
・
一
般
に
再
遺
贈
(
『

8
2
E
C
F官
巳
)
に
つ
き

〈

onHN品
、
吋
切
切
れ

(
釘

)

D
で
は
完
全
に
削
除
さ
れ
、

V
で
は
補
充
不
可
能

(
1
1
5
5
2
0
邑
E

B

E
昼
Eg--)。
広

三

R

E

N叩
叶
戸
怠
-

(
お
)
後
続
部
分
は
添
加
の
問
題
が
関
係
し
て
く
る
の
で
、
註
に
お
と
し
て
訳
出
し
解
説
は
当
該
章
(
註

2
章
名
一
覧
)
に
廻
す
。
さ
ら
に
後
続
す
る
用
益
権

消
滅
諸
原
因
の
叙
述
は
訳
出
を
省
略
す
る

o
F
g
Z
N印
E
1
8
8
聞
の
連
関
に
つ
き
、

ω
n
z
x
-
r
r
H
E
m
-明
日

m
B
g
z
誌
凹
:

(
0・
師
同
)
「
頭
格
減
少
に
よ
り
用
益
権
が
失
わ
れ
た
後
に
生
ず
る
こ
の
再
設
定
は
、
添
加
権
を
も
無
傷
の
ま
ま
持
っ
か
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
甲
と
乙

と
に
用
益
権
が
遺
贈
さ
れ
、
甲
が
頭
絡
減
少
す
る
こ
と
あ
る
と
き
の
た
め
に
同
人
に
用
益
権
を
遺
贈
し
た
と
い
う
と
き
に
は
、
甲
が
再
設
定
に
よ
り
用
益

権
を
持
っ
と
す
れ
ば
彼
ら
の
間
に
添
加
権
が
無
傷
の
ま
ま
存
在
す
る
の
か
が
問
題
に
な
っ
た
。
同
M
内

6
5
3ロ
E
が
そ
の
質
疑
録
第
一
七
巻
で
書
い
て
い
る
に

は
、
第
三
者
が
甲
に
代
っ
て
用
益
権
に
つ
い
て
補
充
さ
れ
た
場
合
と
同
様
に
、
無
傷
の
ま
主
で
あ
り
、
そ
の
わ
け
は
、
彼
ら
は
、
言
葉
に
よ
ら
ず
と
も
実

論

北法17(1・18)18



(→ 

質
に
よ
り
結
合
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

Y
E
S
-
B
S
5
2
a
ロ
O口
語
号

7
5
z
s
g
n
cロ
吉
R
Z
ω
2常
ユ
・
と
。
(
申

N)
同
じ
く

司
自
在
自
由
ロ
民
間
は
、
甲
お
よ
び
乙
に
用
益
権
が
遺
贈
さ
れ
、
用
益
権
再
設
定
に
お
い
て
全
部
同
0
2協
で
は
な
く
て
一
部
宮
ロ
を
甲
に
再
一
遺
贈
せ
る
と
き
両

人
は
結
合
者

g
Eロ
R
C
と
観
ぜ
ら
れ
る
か
否
か
を
聞
い
、
も
し
甲
が
失
う
な
ら
全
部
が
仲
間

g
n
F
g
に
添
加
し
、
も
し
乙
が
失
っ
た
と
す
れ
ば
、
全

部
が
添
加
す
る
の
で
は
な
く
て
、
一
部
は
彼
に
一
部
は
所
有
者
に
戻
る
、
と
言
一
ぅ
。
こ
の
意
見
は
正
し
い
。
或
者
が
用
益
権
を
失
い
再
得
す
る
瞬
間
に
、

用
益
権
に
基
づ
〈
何
か
が
彼
自
身
に
も
添
加
す
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
用
益
権
を
失
っ
た
者
に
、
失
っ
た
も
の
に
基
づ
く
何
物
か
が
添
加
す
る

こ
と
は
な
い
と
い
う
の
が
我
々
の
考
え
で
あ
る
。
(
申
印
)
死
亡
に
よ
っ
て
も
用
益
権
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
収
益
す
る
権
利
は
、
何
で
あ
れ

身
体
に
附
着
し
て
い
る
も
の
と
同
様
に
死
亡
に
よ
り
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」

N印印
N
(ロ
・
斗

wAF
印
官
)
「
死
亡
を
別
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
理
由
に
よ
り
失
わ
れ
た
用
益
権
も
再
遺
贈
で
き
る
:
:
:
」
回
目
(
ゎ
・

ω・
ω
ω
-
H斗同
)
H
-
u
u

g
《
同
日
明
同
)
・

uw問
問
品
(
同
)
g仏
・
日
・
明

N¥ω)wu自
白

(U-moι
・∞

U
H
O
V
N印印由

(U・
0OL-HN)h
物
の
変
更
(
自
己
2
5
5
H
)
に
よ
る
消
滅
。

N明
日
寸
(
ロ
-
g
p
N由
)
日
不
使
用
(
口
Oロ
ロ
自
由
)
に
よ
る
消
滅
。

(

叩

却

)

当

庁

防

nro♂
、
HaoHgpN∞叩
m-

本
文
に
訳
出
紹
介
す
る
こ
の
叙
述
は
、
文
献
指
示
(
「
口

-
P
泣
い
主
と
し
て
回

5
E
E
P
(
U
8
2玄
5
ロ
え

E
区
内

2
2

5
n
g回目
ル

E
-
z
d
F
F
ρ
同

お

(
S
M叶
)
ω
M
m
g
u
c
g
a
o
d
E『円ロ
3
0
2
F
)
以
外
に
は
註
が
殆
ん
ど
な
い
の
で
、
適
宜
、
私
な
り
に
注
を
加
え
た
。

(
紛
)
ヴ
ィ
ア
ツ
カ
ア
が
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
お
け
る
取
得
期
日
接
近
延
期
の
基
礎
と
し
て
、
収
益
の
現
実
性
三
宮
町
内

w
r
叶

片

ω
n
y
。
昨
日
司
G
E内
)
を
そ

れ
自
体
と
し
て
取
上
げ
て
い
る
(
さ
ら
に
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
お
け
る
用
益
権
概
念
の
構
成
要
素
の
一
つ
に
高
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
H

後
出
註
必
)
こ

と
に
は
、
新
し
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
〈
M
W

昨
日
夕
由
。
に
お
け
る
収
益
の
現
実
性
へ
の
注
目
は
少
く
も
回
S
E
E何回
u
F
ρ
列
島
(
前
註
)
以
来

存
在
す
る
が
、
前
記
の
よ
う
な
意
味
で
取
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。

川

W

バ
ッ
グ
ラ
ン
ド
は
、
ユ
帝
法
で
は
役
権
に
属
す
る
用
益
権
が
古
典
期
に
は
地
役
権
と
は
無
関
係
だ
っ
た
こ
と
を
用
益
権
概
念
研
究
(
問
題
点
に
つ

き
詮
ロ
)
の
出
発
点
と
し
、

E
B
B
-
o
E
ω
巴
m
N
N
2
2
0
)

〈
未
見
〉
の
目
umg
庁
自
ロ
ロ
説
を
却
け
、

E
B
o
r
B
G
の
説
(
門
戸

N
B
N
E
n
n
E
ω
N

8
(忌
皇
室
田
)
|
|
肘
益
権
は
果
実
収
取
様
で
あ
っ
て
(
国

3
5
2
P
E
は
カ
ア
ザ
ア
説
(
註
ロ
)
の
先
駆
と
評
価
す
る
)
、
物
自
体
に
つ
い

て
の
権
利
で
は
な
い
(
伝
承
さ
れ
る
定
義
ハ
後
述
)
の

E
-
S
B
H
g
u
g
Z
E
E
-
m
の
部
分
を
、
物
と
の
法
的
関
係
な
き
権
利
岳

HF20ωω
伶
吉
会
開
拓
守

庶
民
巾
含

A
S
E
E
H
B
F
N
5
5
8
D
-
m
g
E
と
線
訳
す
る
(
回
cn芭
E
L
ω
ω
N
P
∞
・
な
お
、
の
ち
の
改
説
に
は
本
註
で
は
立
入
ら
な
い
)
|
|
t
を
ま

ず
受
入
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
用
益
権
概
念
に
結
合
し
て
い
る
も
ラ
一
つ
の
面
た
る
扶
養
目
的
(
後
出
註
但
)
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
扶
養
目
的

が
重
要
な
ら
ば
、
住
居
権

(
Z
E
S
E
c
h
原
因
二
三
ハ
)
同
様
、
用
益
権
も
頭
格
減
少
に
よ
る
消
滅
を
免
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う

3
8
ロ
・
ご
と
し
て

ウノレピアメス市民法註解第一七巻について
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説

ω
5
0
3
Pロ円山内
w

ヨ
g
g
-
宮
田
町
沙
門

ECM件
。
同
任
命
印
巾

H
E
-
2
2・
n・
)
が
求
め
ら
れ

(nFH内白
mm門
司

mnrH・
同

O
R
r同
r
R
H
怠
H
P
S
)
、
用
益
権
の
特
色

を
示
す
諸
準
則
が
用
益
権
論
争
に
み
ち
た
ヴ
ア
チ
カ
ノ
断
片
か
ら
さ
ら
に
探
さ
れ
、
そ
こ
で
登
場
せ
し
め
ら
れ
る
の
が
、
問
題
の
法
文

H
P
E
B
A
E
B

B
-
B
E
E
P
5
2
ω
巾
H
P
S
P仏
o
g
g
E白
神
広
何
回
同

F
2
o
m
-
-』ロ
o
a
g
ρ
己
骨
巳
宮
司
耳
目
見
回
昨
日

-
g
g
g
z
耳
目
。

}
2
L広
告
。

ω
(〈
巳

S
H
U

N
ω
-
Z吋
)
u
p
b
n
n
G
E
E
-神戸
H
E
m
p
R
E
2
5
』
E

L

B

E
唱
え

2
(〈
印
同
町

O
H
O
-
g
p
y
N
)山

5
5
E
n
H
5
8
5
0
g
a
t・

2
E
H
Z
F問
国
内

R
-
S
P
A
M仲
間

5
官庁叶曲目・

2
8
-
o
s
g宮
司

O
A
g
t邑
広
田
宮
吋
(
〈

ω
F
Jミ
日
ロ
-
F
N
-
Y
ω
・
)
で
あ
る
(
回
ロ
門
戸

ωω
品
ロ
ロ
∞
"

タ

H
U
2
8寸

S
・
M-ω
・
串
)
。
こ
れ
ら
の
法
文
(
な
お
、
第
三
番
目
の
法
文
の
説
明
は
〈

2
・

3
の
場
所
に
廻
す
)
は
、
差
当
り
、
享
受
の
事
実
に

お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
当
初
の
用
益
権
概
念
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
(
吋

Z
マ
roo-拘

M
g
p
z
u
ω
日

N
P
E
)
、
結
局
は
、
既
述
の
白
日

0
5

P
ロ
含

E
g
g
-
r
s
u
の
文
脈
の
も
と
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
即
ち
、
権
利
者
の
身
体
と
の
直
接
的
関
係
、
そ
の
意
味
で
の
物
と
の
無
関
係
(
仲
間
T

自
民

R
E
-
ロ
Oロ
1
1
3
5
m
-
gロ
no唱
toロ
u
g叶
)
の
強
調
で
あ
る
(
こ
の
種
の
扱
い
方
は
簡
単
な
が
ら
り

2
再
三

g
口
同
同
(
註
お
〉

ω企
ロ

-H
に
あ
り
、

〈
己
申
。
を
〈
呉
町
田
(
註
山
口
〉
と
一
括
引
用
し
て
い
る
〉
。
即
ち
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

G
g
)
日

「
用
益
権
は
、
物
理
的
物
体
と
は
何
ら
法
的
関
係
を
も
た
ぬ
単
な
る
権
利
目
叩

E
S
F
g
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
本
質
上
土
地
に
附
着
し
た
地

役
権
と
異
る
。
こ
の
概
念
か
ら
ど
ん
な
帰
結
が
生
ず
る
か
を
言
う
の
が
法
律
家
た
ち
だ
っ
た
。
お
よ
そ
権
利
は
、
い
わ
ば
、
空
中
に
浮
い
た
ま
ま
で
は
い

ら
れ
な
い
。
用
益
権
が
物
理
的
物
体
と
関
係
が
な
い
な
ら
ば
、
権
利
と
し
て
直
接
に
附
着
す
る
身
体
(
旬

2
8
5
H
Y
E
H
M
g
g百
四
)
と
の
関
係
を
も
っ
て

い
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
物
理
的
物
体
と
附
着
点
を
持
っ
て
い
る
所
有
権
や
地
役
権
(
こ
れ
は
用
益
権
問
様
宮
田
で
は
あ
る
が
〉
と
は
別
の
仕
方

で
用
益
権
は
人
格
に
附
着
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
《
人
に
属
し
土
地
に
属
せ
ず
》

(
F
a
g
s
ロ
Cロ
望
月
色

F
F
2昨
日
。
-
H
Y
ω
N
)
O
i
-
-
-或
る
人
に

彼
の
権
利
と
し
て
関
係
づ
け
ら
れ
る
ま
で
は
権
利
は
全
然
存
在
す
る
に
至
ら
ぬ
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
こ
そ
、
ま
さ
に
次
の
諸
準
則
は
説
明
が
つ
く
の
で

あ
る
。
即
ち
、
始
期
附
用
益
権
遺
贈
は
始
期
到
来
ま
で
は
接
近
(
円
止
と
し
な
い
と
い
う
全
く
例
外
的
な
準
則
(
り
・
〆

ω
-
Y
印
)
。
同
様
に
、
用
益
権

は
頭
格
減
少
で
終
了
し
は
す
る
が
、
取
得
期
日
が
接
近
す
る
以
前
に
|
|
史
料
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
権
利
が
設
定
さ
れ

(
B
E
E
Z
)
今
日
か
ら
始

ま
る

(
7
0
ι
5
2
F
B
U
n
-司
伊
丹
)
以
前
に
生
じ
た
頭
格
減
少
に
よ
っ
て
は
影
響
さ
れ
な
い
と
い
う
準
則
(
〈
巳
・

2
・
∞

N)
。
だ
か
ら
ま
す
ま
す
注
目
す
べ

き
こ
と
な
の
だ
が
、
債
権
的
(
唱
。
円
念
日

s
t
o
p
g
)
遺
贈
の
場
合
に
用
益
権
を
請
求
す
る
権
利
|
|
訴
訟
(
田
口
氏
。
)
|
|
は
取
得
期
日
接
近
後
に
は
頭

格
減
少
に
よ
り
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
の
問
題
点
は
、
そ
の
瞬
間
〔

1
取
得
期
日
接
近
」
か
ら
、
権
利
、
勿
論
用
益
権
で
は
な
く

て
そ
れ
を
設
定
さ
せ
る
た
め
の
訴
求
可
能
な
権
利
、
そ
れ
を
権
利
者
に
関
係
づ
け
る
に
十
分
な
訴
求
可
能
権
、
が
存
在
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
明
ら

か
で
あ
る
(
〈
白

7
2
)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
争
な
か
っ
た
と
み
え

(
g
g
g同
)
、
他
の
テ
ク
ス
ト
で
パ
ウ
ル
ス
は
、
こ
の
訴
権
担

E
C
は
、
不
使
用
の

論
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(→ 

場
合
を
除
い
て
、
用
益
権
を
破
壊
す
る
と
同
じ
出
来
事
に
よ
り
失
わ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
(
〈
巳
・
怠
)
。
だ
か
ら
、
問
題
点
は
、
権
利
〔
用
益
権
〕
の
完

全
さ
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
用
益
権
が
そ
の
時
そ
の
場
で
附
着
せ
し
め
ら
る
べ
き
人
閣
の
存
在
に
あ
る
の
で
あ
る
。
取
得
期
日
の
接
近
以
前
の
頭
格
減

少
に
よ
っ
て
は
用
益
権
は
影
響
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
こ
そ
、
用
益
権
再
設
定

3
宮

zg
即
ち
、
頭
格
減
少
に
よ
り
効
力
を
生
ず
べ
き

連
続
的
用
益
権
の
承
認
(
〈
2
・

2)
が
可
能
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
同
一
の
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
の
が
、
始
期
以
前
に
訴

え
た
場
合
、
訴
訟
は
失
わ
れ
る
が
権
利
は
然
ら
ず

l
E
-
P
2同
(
0・
F
ω
・
H
-
A
F

〔
本
稿
註
幻
〕
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
(
な
お
、
続
い
て
パ
ッ
ク
ラ

ン
ド
は
、
』
戸

5
3
5
骨
己
宮
昨
日
岬
(
〈
民

g
)
と

Z
片岡

5
昆
o
g
g
E
F
正

2
同
陰
口
芯
白

-
5
5
2
5
』
丘
町
E
H昨
日
丘
三
回
昨
日
(
〈
丘
町
由
)
と
は
、

異
る
見
解
と
い
え
る
こ
と
、
後
者
に
よ
れ
ば
|
|
l
文
章
に
間
宮
目
的
な
穣
疲
は
あ
る
が
〈
旦
ミ
(
前
出
)
と
併
せ
れ
ば
ー
ー
ー
忌
巾
3

2
ロ
9
5ロ
仲
宗
門

江
口
広
町
田
町
宮
と
ぞ
め
と

0
3仏
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
問
題
は
同
門
同
=
同
一
ゆ
と
C
可

g
g件
を
離
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
)

ω
カ
ア
ザ
ア
(
烈

E
F
F
n
r
H
w
民
自
口
宮
町
民
同
念
。
I
怠
同
)
も
〈
白

H・
s
・
き
を
バ
ッ
グ
ラ
ン
ド
の
枠
内
で
大
要
次
の
よ
う
に
扱
う

H
「
用
益
権

が
実
際
に
パ
ヅ
グ
ラ
ン
ド
の
い
う
よ
う
に
物
か
ら
独
立
し
て
切
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
と
は
信
じ
難
い
。
こ
の
見
方
は
、
用
益
権
を
も

た
ら
し
た
初
期
の
法
学
的
段
階
に
は
期
待
し
え
ぬ
抽
象
カ
を
前
提
に
し
て
い
，
る
〔
但
し
カ
ア
ザ
ア
の
改
説
に
つ
き
註
ロ
〕
。
加
う
る
に
、
用
益
権
は
当
初

か
ら
対
物
訴
権
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
:
:
:
一
定
の
目
的
物
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
目
的
物
は
、
|
|
こ
の
点
で
は
リ
V

コ
ボ
オ
ノ
や

バ
ッ
グ
ラ
ン
ド
に
従
う
が
|
|
果
実
を
産
出
す
る
物
で
は
な
く
て
、
果
実
自
体
で
あ
っ
た
門
何
回

m
g
g
g
g
Z
号
Z
E
S
E
T
-与
え

3
3号

耳ロ
ι自
明

a
n
z
g
H
註
ロ
μ
。
権
利
者
の
身
体
へ
の
結
合
と
そ
こ
か
ら
生
ず
る
諸
準
則
は
、
こ
の
果
実
所
有
権
の
法
的
構
成
と
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

:
:
:
権
利
を
人
へ
結
び
つ
け
る
こ
と
は
古
典
期
の
間
に
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
の
法
的
構
成
〔
柏
対
的
所
有
権
日
註
ロ
〕
が
捨
て

ら
れ
た
の
ち
に
は
、
今
や
果
実
上
の
権
利
か
ら
切
離
さ
れ
た
用
益
権
は
、
バ
ッ
グ
ラ
ン
ド
が
い
う
よ
う
に
、
空
中
に
浮
い
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
〈
白
H

・

s・
8
匂
叶
叶
は
、
こ
う
し
た
法
的
構
成
上
の
変
化
が
主
と
し
て
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
り
な
さ
れ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
」

制

グ

ロ

ヅ

ソ

(
C
E同
220ω
品印目・

-
C
m
ω
Z
M∞∞
r
m
F
F丹
江
戸
日

ωω
の
叙
述
の
仕
方
を
私
な
り
に
整
理
し
て
み
る
と
、
取
得
期
日
接
近
が
延
期
さ
れ

る
説
明
に
当
っ
て
、
ま
ず
〈
丘
町
。
の
表
現
通
り
用
益
(
ロ
己
同
HEF)
が
そ
の
現
実
性

(ω25rS)
の
面
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の

属
人
性

S
2
8ロ
mES)
お
よ
び
限
時
性

(HOB司
0
5
5】
HP)
の
面
で
評
価
す
る
叙
述
と
一
体
を
な
し
て
お
り
な

2
8
5
F
E
F
同
E
F
u
r
s
-
s
三
宮
丘
町

内出

m
a
5
8
5
常
-ZE--H同世円
Z
F
8
8
0容
。
湾
同
己
件
。
包
司

D
Z
E
F
2
8
2
.
5ロ
片
岡
三
件
。
)
仏
戸

H
B
H
C
E同
2
3
0
宮
町
切

Fomえ
F
M
g
p
ω
)
、

む
し
ろ
こ
の
ニ
属
性
が
説
明
の
主
体
の
感
が
あ
る
(
取
得
期
日
接
近
の
一
回
性
の
叙
述
に
お
い
て
も
同
様
H

註
ロ
前
段
)
。
そ
し
て
、
総
括
的
に
は
、
こ

の
両
原
理
の
現
わ
れ
と
し
て
の
非
相
続
性
に
、
取
得
期
日
延
期
の
理
由
を
求
め
て
い
る
(
戸
内

m
m
Z
M
g
p
g
。
こ
の
点
は
、
本
法
文
(
〈
三

g
)
が、

ウノレピアヌス市民法註解第一七巻について
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説

用
益
権
自
体
の
問
題
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
取
得
期
日
接
近
に
つ
い
て
の
例
外
的
諸
場
合
(
註
日
〉
の
一
つ
と
し
て
の
観
点
か
ら
取
上
げ
ら
れ
る
と
き

は
、
特
に
そ
う
な
る
o

例
え
ば
〈

c
n
F
(
U
F
命
日
仏

-
n
F
ω
H
H
P
N
N甲
山

ω己
戸
口
)
は
、
取
得
期
日
接
近
制
度
の
前
提
た
る
遺
贈
上
の
権
利
の
相
続

可
能
性
が
用
益
権
で
は
欠
如
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
法
源
と
し
て
本
法
文

(
c
f・
〈
尽
き
H
ロ
・
〆

ω
-
f
N
)
を

C
5・
5
m
L
m
m
w
r
ロ・

8
・

N
W
M

U
F
P
日
任
問
司
・

0
・
。

D門田・

ω
(
Z
ω
g・
2
B
邑

7
2
0
L
O
B
ロ
己
ロ
可

m
w
g
r
s
z♂
『
E
m門町内
W
2
f
m
H
E
R
』

E
田
弘

5
5
2
5
2ハ目。円。

ιHHOHF丹
)
と
一
括
し

て
引
用
す
る
。
バ
ッ
ク
ラ
ン
ド
も
概
説
書
的
な
叶
自
寸
一
vccrω
怠

P
ω

で
は
同
じ
叙
述
・
引
用
の
仕
方
で
あ
る
(
但
し
註
の
中
で
、
非
相
続
性
は
取
得

期
日
接
近
の
ず
れ
の
説
明
に
は
な
ら
ぬ
と
明
記
し
て
い
る
h

既
述
例
参
照
)

0

な
お
、
右
の
二
属
性
の
摘
出
は
、
用
益
権
一
般
の
説
明
の
一
つ
の
型
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
例
え
ば
貝
日
枠
内
-
可
剛
山

E
印
い
「
用
益
権
は
、

論

た
い
て
い
は
扶
養
の
た
め
の
終
意
処
分
だ
か
ら
、
地
役
権
と
は
全
く
違
っ
て
、
本
来
、
権
利
者
の
人

-
u
q
Eロ
に
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
り

わ
け
、
遅
く
と
も
彼
の
死
と
と
も
に
消
滅
す
る
こ
の
絶
対
的
な
時
間
限
定
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
存
続
中
は
物
の
用
益
を
所
有
者
か
ら
奪
い
実
質
を
保
存

す
る
の
み
に
止
る
用
益
権
(
司

E
「

邑

〈

HZリロロ・

F
Y
H
一
己
凹
戸
田
町
門
戸
円

Z
M
O凹
片
岡
己
回
目

2
2
5
H
S
g
戸
ぽ
ロ
岳
町
H
5ロ
L
F
g
-
S
H
O
Hロ
ヨ

E
Z
E昌
広
)

は
所
有
者
に
と
っ
て
我
慢
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
(
同
旨
い
関
g
角

]vm
勾
由
ロ
ロ
・

ω-A肝
)
。
〈

c
n
F
U
F
O
H
O
L・
戸
句

mwHZ
間
巾
口
氏
主
命

(
5
8
)
N
O
N

P
H斗
は
用
益
権
の
非
相
続
性
の
基
礎
と
し
て
属
人
性
(
唱
。
吋
B
E
r
g
-
-
ロ
斗
・
少

ω・
ω
〔
本
稿
註
m品
〕

口

匂

2
8
5
0
8
z
o
s
-
-と
限
時
性

(
8
2
0吋
S
z
e
-
-ー
の
包

-
U
-
p
f
ω
-
N
u
g
一
望
。
唱
吋

F
o
g
-ロ
S
E
T
i
-
-
∞
3
3
白
骨
止
g
g
g民
自

2
ー
ー
を
あ
げ
る

O
K
F包
括
5

E
(己
正

)
N
S
で
は
、
右
の
二
原
理
の
ほ
か
、
さ
ら
に
第
三
の
原
理
と
し
て
物
の
経
済
的
用
途
の
変
更
禁
止
(
本
稿
で
は
〈
m
F
U
1
0
l
誌
の
場
所
で
扱

う
)
を
あ
げ
る
が
、
こ
れ
は
、
通
常
の
概
説
書
で
は
用
益
権
の
内
容
の
問
題
と
し
て
別
個
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
∞
ロ
ロ
『
吉
宮
わ

2
8
H
H
H
(凶器
ω)
は
未
見
。

(
姐
)
象
〉
ロ
moyDユ問。

ω
z
g
F
E
H
F
F・
-
「
他
権
者
の
」
と
い
う
限
定
(
次
註
参
照
〉
を
附
さ
れ
た
本
表
現
は
、
時
代
の
点
を
別
と
す
れ
ば
、
「
用
益
権
は
、
前

三
世
紀
に
農
業
経
済
か
ら
の
転
向
よ
り
も
恐
ら
く
は
ま
だ
前
に
、
相
続
資
格
あ
る
家
族

(2σ
『
2
2
Z
H
m
R
司内
W
B
E
g
g
m
S
U
H
F
m命
)
例
え
ば
寡
婦
や
未

婚
家
女
の
扶
養
を
可
能
な
ら
し
む
る
た
め
登
場
し
、
彼
ら
は
相
続
廃
除
さ
れ
た
の
ち
用
益
権
遺
贈
を
与
え
ら
れ
た
」
(
問
問
見
♂

ω
Z
&
g
rロ
n
y
N
K
F己
戸

ロ
ド
な
お
本
註
末
尾
参
照
)
と
い
う
場
合
に
相
当
し
よ
う
。
但
し
、
用
益
権
遺
婚
に
よ
っ
て
扶
養
さ
れ
る
受
遺
者
の
一
般
的
な
表
現
は
、
自
由
婚
が
含

ま
れ
る
か
ら
、

g
宮

〉

ロ
moVHOF岡
市
(
同
g
mニ
ロ
戸
田
r
o
o
m
w
(
5
8
)
ω
g
)
に
な
る
υ

巧

2
3
R
m
H
W
C
〉
同

(
5
2
)
ロ

ω申
(
「
起
源
は
、
近
親
者

(
ロ
品
。
〉
ロ
宮

EHH問
。
)
、
例
え
ば
自
由
婚
の
寡
婦
や
未
婚
の
家
女
を
、
但
し
男
系
か
ら
財
産
を
永
久
的
に
奪
わ
ず
に
、
扶
養
す
る
必
要
」
、
船
田

E
五

O

五
同
旨
〉

u
m知
『
ゆ
目
。
吋
N

∞ω
(何百
N

巾
]
ロ
刊
明
白

SF-FggF同
m
z
a
R
)・
な
お
、
一
般
の
叙
述
で
は
用
益
権
遺
贈
発
生
期
は
、
古
い
家
組
織
の
弛
緩
、
自
由

婚
・
解
放
・
家
父
権
免
除
の
増
加
に
よ
り
家
団
体
に
属
せ
ず
孤
立
す
る
個
人
が
恒
常
的
に
膨
れ
上
る
時
期
に
求
め
ら
れ
る
(
巧

2
2
R
戸

p
u
の
g
n
D
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(一)ウノレピア努ス市民法註解第一七巻について

(

必

)

C
E『
E
2
0
E
U
ロ
ony
列
目
角
何
回

ω。
由
)
か
ら
、
さ
き
の
民
2
2
m
Z
L
F
g
r
E
Y
は
こ
れ
と
異
る
(
民
2
2
句
初

ω芯
は
中
間
的
)
。

家
の
所
属
の
変
更
が
、
用
益
権
喪
失
の
場
合
以
外
に
も
法
制
度
形
成
の
原
因
と
な
っ
た
場
合
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
自
由
婚
(
関
目
。
♂
開
「
何
ロ
ロ
L

g守

正
毘
5
5
5
2
Z
E
-
-ロ
S
H
3
8
S
E
a
-
)
ゃ
、
夫
婦
問
贈
与
禁
止
(
欠
自
角
冨
凶

N
g
ロ
・
ロ
山
小
菅
・
北
法
一
四
巻
一
ニ
・
四
号
二
三

O
頁
註
八
〉

な
ど
が
あ
る
。
但
し
、
既
に
古
典
期
に
始
る
家
の
衰
退
に
よ
り
、
ユ
帝
法
で
は
、
頭
格
小
減
(
口
・

ι・
55FBmw)
は
も
は
や
用
益
権
喪
失
原
因
に
な
ら
ぬ

(同
g
R
Z
N
口

NNH
口
・
民
)
。

家
の
変
更
の
具
体
的
諸
場
合
と
し
て
は
、
家
の
変
更
の
み
に
関
す
る
頭
格
小
滅
(
円
・
仏

B
H
2
5防
)
の
場
合
を
考
察
す
れ
ば
よ
く
(
例
え
ば

U
2月
7

8
2
H
口
(
註
部

)
U
8
8・
は
用
益
権
喪
失
を
頭
格
小
減
で
扱
う
)

0

ま
た
、
古
典
獄
の
頭
務
減
少
制
度
の
う
ち
実
際
重
要
な
の
も
、
頭
絡
小
減
で
あ
る

(〉同百四一回
0・
H弘
-
N岳
山
貝
曲
目
2

5『
門
田

g
w
∞
申
)
。
以
下
、
同
E
F
N足
。
g
n
y
H
n
y
g
ι
2
2間
三
宮
内
山
内
B
E
E
F
0・
F
S
ω
(岡田
N
)
A
S
g・
(
本
註
で

は
人
名
同
2
2
の
み
で
引
用
。
本
論
文
に
つ
き
、
参
照
・
吉
野
・
古
代
ロ
1
7
に
お
け
る
家
族
態
容
の
変
化
の
一
過
程
に
つ
い
て
(
勝
本
還
記
・
現
代

私
法
の
諸
問
題
下
、
所
収
)
惰
所
、
と
く
に
註
五
五
〉
に
従
っ
て
、
広
く
頭
格
減
少
制
度
の
発
展
の
中
で
、
頭
格
小
減
の
諸
場
合
を
位
置
づ
け
て
お
く
。

ま
ず
、
本
制
度
の
起
源
は
、
こ
の
表
現
の
当
初
の
意
味
が
、
団
体
か
個
人
か
、
い
ず
れ
に
直
接
関
係
し
た
に
せ
よ
(
学
説
史
に
つ
き
原
田
(
国
家
四
三
巻

一
号
)
、
船
田
(
と
も
に
註
部
〉
、
な
お
、
そ
の
後
の
説
と
し
て
烈
E
2
8
目
p
g
z
B
m
N
a
ロ
・
川
町
)
は
新
た
に
個
人
の
死
刑
類
似
状
況
、
即
ち
、

外
国
へ
の
売
却

(
H
5
5
吋

F
R
F
g
)
お
よ
び
「
水
火
の
禁
」
(
後
出
)
を
主
張
し
、
相
内
D
g
r
R
L件
w可
cm忌
B
E
E
B
E
Z司戸
M
E
M
E
E
m
n
r
R
N
O
F
H
u
m
H
)

3
3
8
8
8
は
ニ
イ
ブ
ウ
ル
以
来
の
ケ
ン
ス
ス
上
の
抹
消
に
帰
る
〉
、
集
団
的
思
考
の
社
会
で
は
実
質
的
差
異
は
な
く
、
即
ち
、
個
人
の
所
属
団
体
構

成
員
資
格
の
喪
失
で
あ
る
(
関
B
R
a
-
ぇ
・
云
白
3
7去
と
可

-
E
2
5
H
H
M
g
q
-
P
吋

い

わ

ω司王国

P
B
F
E
U
D
)
。
問
題
に
な
る
団
体
は
、
市
民
団

(
a
i
g回)

と
家
団

(
p
g
Eと
と
の
こ
群
に
分
け
ら
れ
る
。

帥
歴
史
的
に
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
市
民
団
の
構
成
員
資
格
た
る
市
民
権
U
自
由

(
2
3
H
2
5
2
S
S
5
)
の
喪
失
の
場
合
で
あ
る
(
少
く
も
古

い
時
期
に
お
け
る
市
民
権
と
自
由
と
の
一
体
性
に
つ
き
穴
同
協
同
叶
N
E
(但
し
(
記
ロ
・
巴
M
)
山
富
凶

N
8・
な
お
り
由
自
立
E
E
H
H
(
E
O由
)
は
未
見
。
学

説
史
に
つ
き
弓
削
・
ロ
!
?
市
民
権
と
自
由
(
谷
和
雄
編
・
西
洋
都
市
の
発
達
・
昭
四

O
所
収
)
七
頁
以
下
)
。
但
し
、
こ
の
一
体
性
を
一
般
的
に
否
定

す
る
主
張
も
あ
り

p
o
d
-
c
i
g回
目
色

F
F巾
H
S問、

ω
N
a
(
5
2
)
E町
田
・
さ
ら
に
冨
お
品
。

-
3
p
河
口
・
《
凶
作
〈
UHFF
百
円
。
H
n
Z
E
Z・2
ニ
E
F
S

ω
U
N∞
(
凶
器
M
)

怠
申
)
、
そ
の
根
拠
と
な
る
諸
現
象
は
、
頭
格
中
減
(
口
・
円
四
-
B
a
u
)
の
主
要
例
た
る
水
火
の
禁

(
Z
E
R
F
m
E
5
8込
町
己

0・
問
中
(

註
部
〉
八
八
六
頁
以
下
、
船
田

I
三
六
九
註
六
、

E
一
一
二
、
弓
削
一
八
頁
以
下
、
問
題
点
を
尽
く
し
た
簡
明
な
説
明
と
し
て

z
a
R
宮
内
乙
予
同
E
p
a

M
M
E
J
F
4・
K
F
官
8

2
仲間昆

5
5
a
E
F
0・
な
お
、
戸
市
d

D唱

-
S・
5
0
ロ
・
印
。
)
、
ユ
ニ
ア
法
上
の
ラ
テ
ン
人
(
戸
胆
巴
昆

HSロ
g
E
原
岡
五
三
|
五
四
)
、
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説

ア
エ
リ
ア
・
セ

γ
チ
ア
法
上
の
被
解
放
者

(
5
0
5ロ
F
o
r向
。
〉
己

E
Z
ω
g
H
U・
原
田
問
所
)
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
種
の
現
象
を
、
古
典
古
代
に
お
け

る
「
自
由
と
市
民
権
(
共
同
体
成
員
権
)
と
の
本
来
的
原
則
的
関
連
」
と
調
和
さ
せ
る
試
み
と
し
て
、
弓
削
前
掲
論
文
、
と
く
に
一
九
頁
H

「
テ
ィ
ベ
リ

ウ
ス
帝
の
時
代
:
:
:
水
火
の
禁
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
ロ
1
7
市
民
権
は
支
配
共
肉
体
成
員
権
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
場
合
は
、
都
市
国
家
〈
共
同
体
)

市
民
権
の
喪
失
に
も
拘
ら
ず
自
由
が
保
持
さ
れ
て
い
る
例
、
と
し
て
の
機
能
を
持
た
な
い
」
。

ω
次
に
、
頭
格
小
滅
(
口
・

ι
-
g
E
B
F
家
か
ら
の
排
出
の
み
)
の
諸
場
合
を
従
来
の
頭
格
減
少
制
度
(
前
記
の
死
刑
類
似
の
市
民
団
か
ら
の
排
出
)

に
含
ま
し
め
る
架
橋
と
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
と
共
通
点
の
多
い
奴
隷
類
似
状
態

(
g
g
g
n
6
5・
原
因
五
五
)
へ
の
売
却

(
m
E
R
a
-
g
u
E州
民
間
)
、

そ
の
中
で
も
ま
ず
、
刑
罰
的
性
質
の
濃
い
加
害
者
委
付

(EM宮
内
佐
官
。
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
こ
の
種
の
行
為
は
、
神
宮
が
十
二
表
法
以
後
創
出
し

た
合
成
行
為

H
O
B
S
2宮
丘
0・
邑
0
2
5
5
B
E
n
-宮
巴
D
(小
菅
・
北
法
一
五
巻
四
号
八

O
頁
註
七
二
一
一
ω
)
|
|な
お
本
稿
に
は
関
係
な
い
が
、
こ
の

機
会
に
同
註
の
誤
り
の
訂
正
を
し
て
お
く
と
、
同
註

ωに
列
挙
さ
れ
た
白
2
8
t
E
Z
は
〈
♀
一
思
想

g
E
2
3
g
B
(参
照
・
吉
野
・
社
会
科
学
研
究
七

巻
一
号
六
八
、
七
六
)
と
の
混
同
。
ま
た
同
註
伺
に
引
用
し
た
の
包

N・
5
品

(
g
g
n
G
R
5
p
g缶
詰
の
方
式
)
は
回
2
5
E
版
(
盟
問
〉
口
)
の

た
め
不
正
確
ハ
参
照
・
吉
野
前
掲
七
四
頁
註
五
三
)
。

l
!
?
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
行
為
は
想
像
上
な
が
ら
奴
隷
化
せ
し
め
る
点

(
5
5
g
m
B
R
E
B

百
三

F
F
g
g
g
g
H
H
F
E
-
0・
P
印・

ωい
)
を
共
通
に
す
る
(
な
お
家
女
の

g
o
g宮
5
に
つ
き
同
B
R
叶
叶

F・
3
0
こ
の
よ
う
に
し
て
、
頭
格
減
少

が
当
初
の
即
物
的
意
味
(
死
刑
類
似
の
市
民
権
H
H
自
由
の
喪
失
)
か
ら
解
放
さ
れ
た
法
技
術
的
概
念
と
な
っ
た
の
ち
に
、
さ
ら
に
、
邑

sm忠
芯
お
よ
び

自
権
女
の

8
0
g
u
t
o
(奴
隷
類
似
状
態
を
伴
わ
ぬ
い
の
3
・
rHNω
小
菅
前
掲
註
の
仙
W
)

が
含
ま
れ
る
に
至
っ
た
。
:
・
:
な
お
、
以
上
の
カ
ア
ザ
ア
の

説
明
は
り
0
8
2
Z
E
H
H
2
8
8
n
F
(未
見
。

nh・
出
・
関
門
位

m
R
-
ω
N
S
W
E
H
留
し
と
ど
の
程
度
異
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
私
の
気
づ
い
た
点

と
し
て
は
、
ロ
何
回
ω
2
8
2
H
口
(
註

m
m
)
U
E・
民
忌

m
R
u
n
-
n
F
F
u
p向
。
口
一
角
云
自
己
己

ωロ
ロ
・

ω
(口
町
・
同
日
常
窓
口
-
H
S
)
に
よ
れ
ば
、
頭
格

減
少
の
効
果
と
さ
れ
る
も
の
は
、
当
該
場
合
を
か
り
に
頭
格
減
少
に
含
め
ず
と
も
一
般
原
理
の
問
題
と
し
て
生
じ
て
く
る
(
例
え
ば
用
益
権
喪
失
は
用
益

権
の
非
移
転
性
(
註
ロ
前
段
、
註

ω末
尾
)
に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
頭
格
減
少
固
有
の
効
果
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い

u
u
g目
立
g
d
H
口

ω包

P

H
U
ま
た
、
の
巳
・

ω・
5
ω
(組
合
)
に
つ
き

ω窓
口
・

ω)
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ヵ
l
ザ
ー
は
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
概
念
の
評
価
(
流
動
性
)
の
見

地
か
ら
、
こ
れ
に
全
面
的
に
賛
成
は
し
て
い
な
い
。

(必

)
H
N
a己
印
。

ω件。ロ
FEm-
仲
内
容
冨
・
句
。
同
氏
自
門
U巳
D
E
n
-
H
H
F
8
5
(前
一
五
二
年
死
亡
、
小
菅
・
北
法
一
五
巻
四
号
七

O
註
八
)
の
作
と
し
て
次
の
擬

制
の
か
た
ち
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
H

「
か
り
に
遺
昔
日
作
成
時
に
遺
言
者
が
死
ん
だ
と
す
れ
ば
無
効
で
あ
ろ
う
よ
う
な
遺
贈
は
、
遺
言
者
が
い
つ
死
な
う
と

(わゆ

r
W
0・
ω
P
叶
w

同
買
い
わ
巳
C
ロ
5
5
5同
己
陶
由
民
《
凶
o
b
g
F
』

E
子
間
同
門

g
g
B
g
c
p
n
t
芯
ヨ
旬

0
5
ι
2
2
2
E
2
円

g
g
g司
、
百
三
二
。

論

効
力
な
し
」
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j

f

f

 
1
i
 

事

J 

ーォ

同2
2・
丘

-o官
官
B
A
S
E
0
2
S
A
S
仏

onoEZM件
、
ロ
Oロ
s
-
R
O
)
遺
贈
無
効
の
判
断
時
点
が
遺
言
一
作
成
時
に
お
か
れ
、
そ
の
後
の
無
効
事
情
の
消
滅

も
無
効
を
治
癒
せ
し
め
ぬ
と
の
意
味
で
あ
る
(
同
ωBH
宮
山
毘
叶
引
船
田

N
三
五
四
)
。
実
際
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
例
は
、
受
遺
者
自
身
の
物
、
あ
る
い
は

現
に
建
物
に
結
合
さ
れ
て
い
る
材
料
が
遺
贈
さ
れ
た
場
合
で
あ
り
、
遺
言
作
成
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
物
が
受
遺
者
の
手
を
離
れ
、
あ
る
い
は
材
料
が
建
物

か
ら
分
離
さ
れ
て
も
、
遺
贈
は
無
効
で
あ
る

(d-司
自
邑
∞
与
・
。
・

8
・
AFHWMH
由
。
口
内
出
・
∞
ロ
2
2
m
F
Cロ命

z
m
g
B
O
R
R
E
O
L
Cロ
R
5
g
(
M
-
a
-

呂
田
)
企
ω・ロ

N
u
m
n
v
g
-
z・
5
2
0
3
g
M
g
o
E
m
g
g
E手
間

H
F
N∞
)
⑥
起
源
。
本
準
則
が
と
く
に
遺
贈
に
つ
い
て
成
立
し
た
事
情
を
遺
言
と
の

対
比
に
お
い
て
み
る
と
、
遺
一
雪
一
口
(
相
続
人
指
定
が
中
心
)
の
破
庇
(
方
式
や
遺
言
能
力
)
は
遺
言
作
成
行
為
自
体
に
附
随
す
る
(
ま
た
、
相
続
能
力
に
つ

い
て
は
明
確
な
原
則
が
確
立
し
て
い
る
日
原
田
三
五
四
〉
か
ら
綴
庇
の
治
癒
が
考
え
ら
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
(
遺
書
効
カ
の
判
断
時
点
に
つ
い
て
は
、

遺
言
作
成
時
の
重
要
性
は
極
め
て
明
確

H
2
2・
ロ
邸
・
日
・

8
・
H
H
E
仏

g
σ
g
お
ヨ
旬
。
ロ
r
E
F
g
y
n
E
H
H
-
同
g
g
E
g
t
p
n
H
r
戸同

B
E
E
R
M
H

F
g
t同
三
芯
唱
え

E
C
H
t
m
z
m
g
g
ユm
-
E
Oほ
2
Z日

E
r
g
?
の
H
D
m
ω
O
H
h
a
s
-
8
0
p
ω

山
伏
g
q
E州
問
叶
印
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
的
遺
贈
に
つ
い
て

は
、
そ
の
基
た
る
遺
言
の
有
効
性
が
独
立
し
て
い
る
こ
と
、
遺
贈
の
目
的
(
前
記
例
参
照
〉
、
受
遺
者
(
例
え
ば
、
相
続
人
の
権
力
服
従
者
へ
の
遺
贈
の

場
合
に
つ
き
、
準
則
に
よ
る
サ
ピ
ヌ
ス
と
こ
れ
を
無
視
す
る
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
論
争

H
C
m
F
N
.
N怠
)
に
つ
き
多
様
な
問
題
が
生
じ
、
遺
贈
の
有
効
要

件
の
判
断
時
点
は
遺
言
者
死
亡
(
な
い
し
相
続
承
認
)
時
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
共
和
政
期
法
学
は
、
本
準

則
に
よ
り
判
断
時
点
を
確
定
し
た
(
切
HOE-
企
A
F
U
ω
n
r
g
z
c
N∞
U
の
g
g
D
8
8
0
伸
次
に
、
何
故
、
判
断
持
点
が
遺
言
作
成
時
に
置
か
れ
た
か
に

つ
い
て
は
、
本
準
則
の
発
生
時
期
は
、
家
産
購
買

(
B
m
W
5
6
2
5
P
E
E
R
-
の
ち
の
銅
衡
式
遺
言

z
m
g
E
2
2
5
胃『

ω
2
2
}
F
E
E
-
参
照
、
小

菅
・
北
法
一
五
巻
四
号
七
四
頁
註
三
九
)
が
ま
だ
、
家
産
購
買
人

(
P
E
E
S
O
B宮
2
)

へ
の
真
実
の
、
撤
回
不
可
の
売
却
(
遺
贈
は
家
産
購
買
人

へ
の
依
頼
の
か
た
ち
を
と
る
。
物
権
的
遺
贈
に
お
い
て
目
的
物
が
遺
骨
一
一
同
一
作
成
時
に
遺
言
者
に
属
す
べ
き
こ
と
(
原
田
三
六
三
)
も
こ
こ
に
由
来
す
る
い

の
B
E
C
H
h官
t
g
o
)
だ
っ
た
時
期
に
遡
る
か
ら
で
あ
る

H船
田

N
三
五
五
、

ω
n
Z
E
一c-
「

円

-
u
阿ハ

E
2
2
μ
足
叶

P
N
l
gロ
門
包
関
戸
口
-a-ω
印
ω
ロ

・
白
山
〈

c
i・
0
同・

2
a
F
S
U
D
E
B
-
口

(
3
8
)
同
c
c
c
p
H斗
(
口
町
・
同
日
-
-
2
ω
N
印∞

(
H
B∞
)ωω
品
・
な
お
、
本
準
則
は
、
生
前
行
為
に
お
い
て
治
癒

を
排
除
す
る
一
般
原
則

B
E
-
-
ロ・

8
・
H斗
w
N申
日
』
己
主

E
F
H
F
c
i
Z
0
2
5
2門口
O口
℃
O
Z己
可
R
Z
件。ョ司

CHHmnc
ミ
H
L
2
2
3
u
F〈・

0
・
問
。
・

可
w
N
C
H
U
C
E
E
ω
宮

島

員

同

g
E
g
g
g
胃

c
b
n
F
R
E
Z♂

M
g
m
g
Z
B
2
2
2
ω
S
Y
C
E
-
3
5
F
C
Z
S
A匡
OAロ
o
m
F
R
〈
E
D
R句
。
同
町
民
・
)
の

遺
贈
分
野
に
お
け
る
適
用
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
(
切
5
E
r
ω
n
Z
E
-
o
)
が
、
本
準
則
の
発
生
経
過
は
、
個
別
的
場
合
(
前
記

C
ザ
-
O・
g
・
串
HW

N)
か
ら
で
あ
る
(
の
5
8
戸
市
岡

E
z
g
N
ロ・

8
0
付
適
用
範
囲
。
古
典
期
に
は
本
準
則
は
、
遺
贈
取
得
期
日
接
近
が
例
外
的
に
な
る
場
合
(
註
日
)

c
g
r
o
H
F
C
み
m
r
p
g
E
2
5
0
(
S
N日
)
町
民
互
官
民
会
.
8
Eは
未
見
。

ウノレピアヌス市民法註解第一七巻について

に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
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説

(

H

H

)

遺
贈
の
効
力
〈

1
諸
構
成
要
素
の
同
時
存
在
)
の
判
断
時
点
の
劃
一
的
明
定
(
前
註
倒
的
)
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

(
必
)
原
文
は
な
三
口
門
目
見
巳
5
・
也
註
幻

-
m参
照
。

(
必
)
二
重
伝
承
の
う
ち

D
を
基
本
と
す
る
「
自
己
一

E
一
-
(
お
よ
び
こ
れ
に
従
う
∞

n
z
r
一
註
お
)
の
分
析
で
は
〈
え

2
1
8
が

0
・
q
W
A
S
H
(
レ
エ

ネ
ル
の
番
号

H
C
7
N印
印
。
)
に
属
す
る
も
の
と
し
て
一
括
さ
れ
、
ロ
・

3
向山・

ω
(
c
f
N印
日
同
)
に
属
す
る
〈
え
ま
と
同
格
に
並
べ
ら
れ
る
の
で
、
本

文
所
述
の
連
関
を
見
る
の
に
不
便
で
あ
る
。

(
円
引
)
つ
ま
り
、
週
期
的
遺
贈
(
〈
丘
町
ω)
を
論
理
的
前
提
と
し
て
再
逮
贈
な
い
し
用
益
権
再
設
定
(
〈
主

2
・

H
8
2
E
D
H
註
お
お
よ
び
後
述
本
文
)
が

可
能
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
前
註
に
引
用
の
分
析
は
こ
の
点
を
見
る
の
に
も
便
利
で
な
い
。
こ
れ
以
外
に
も
、
一
般
に
、
頭
格
減
少
に
よ
る
用
益
権
消
滅

の
回
避
方
法
と
し
て
両
者
が
並
列
さ
れ
て
い
る
吉
田

g
z
g員
同
(
註
お

)ω
包
ω・
U
0・
m-
〈
D
2・
巴
円
・

2
0仏
・
ロ

ωHN)
。
即
日
宣
告
ι・、
H，
Z
マ一
r
c
D
r
N叶
N

S
F
ロ
で
は
両
者
の
順
序
が
逆
に
さ
え
な
っ
て
い
る
(
但
し
、
前
註
め
問
題
点
に
つ
い
て
は
欠
陥
は
な
い
参
照
・
註

ω糾
〉

(

油

田

)

ぷ

内

E
Z
}
R
Z
H
F
6
2《凶
EF--
参
照
・
原
田
一
四
、
小
菅
・
北
法
一
五
巻
四
号
八

O
頁
註
六
回
。

(
的
制
)
ご
戸
江
田

gnroω
色刷ロロ仏
0

・
ョ
実
際
上
単
一
現
象
た
る
頭
格
減
少
の
な
か
に
論
理
的
に
時
間
経
過
を
想
定
し
、
こ
れ
を
用
益
権
喪
失
の
側
面
と
遺
贈
権
利

発
生
日
の
側
面
と
に
分
解
す
る
思
考
。
詳
し
く
は
〈
包
・
誌
の
場
所
で
扱
う
。

(
印
)
さ
ら
に
引
用
を
続
け
る
と
日
「
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
思
考
の
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
古
典
法
律
家
の
、
演
線
的
推
論
の
中
で
直
線
的
に
と

い
う
よ
り
は
問
題
閣
の
中
で
循
環
的

N
E
E
に
進
ん
で
行
く
|
|
古
代
の
諸
々
の
精
神
的
創
造
活
動
に
お
け
る
と
同
様
な
|
|
思
考
。
つ
ま
り
、
専

門
家
間
の
(
今
日
で
も
な
お
棋
士
、
専
門
政
策
家
、
そ
の
他
の
エ
タ
ス
パ
ア
ト
聞
に
お
け
る
よ
う
な
)
討
論
で
あ
る
た
め
に
論
理
的
順
序
を
既
知
の
も
の
と

し
て
正
面
に
出
さ
ず
ま
た
跳
び
越
え
さ
え
も
す
る
、
時
に
は
二
重
の
観
点
を
も
っ
て

L
0
3
己
え
る
話
回
開
進
ん
で
行
く
、
最
後
に
自
分
の
出
発
点
に
戻
っ

て
く
る
、
と
い
う
思
考
。
古
典
法
律
家
の
思
考
の
こ
う
い
う
特
質
は
、
ヴ
ア
チ
カ
ノ
断
片
の
文
脈
の
中
で
こ
そ
初
め
て
見
え
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

学
説
集
の
中
で
は
、
問
題
連
関

F
o
r
-
O
B
2
8
5
g
g
Eロ
問
。
は
抜
卒
、
引
用
文
削
除
、
学
校
的
演
緯
的
組
直
し
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
切
裂
か
れ
、
至

る
処
で
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ユ
帝
以
前
の
テ
ダ
ス
ト
の
も
つ
価
値
と
し
て
は
、
上
記
の
特
質
が
決
定
的
で
あ
る
。
」

ヴ
ィ
ア
ヅ
カ
ア
は
右
の
特
色
を
問
題
的
思
考

(PDケ
F
B伊
昇
。
国
)
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
詳
細
は
、

ω
n
z
-
N
W
H
ν
円
即
日
仲
間
出
。
ロ
仏
E
H
U
B
-
m
s
z
ω

H
S串

U
5各
君
。
同
-

H
，D
司

F
r
p
』
戸
ユ

ω
官
出
品
。
ロ
N

呂
田
の
学
説
史
(
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
人
研
究
者
の
問
題
意
識
〉
の
背
景
の
中
で
、
ま
た
、
ロ
オ
マ
法
の

特
色
全
体
の
中
で
位
置
づ
け
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
立
入
ら
な
い
(
さ
し
あ
た
り
註

8
)
。
本
稿
で
は
そ
の
種
の
研
究
の
た
め
の
材

料
と
し
て
の
ヴ

T
チ
カ
ノ
断
片
(
と
く
に
註

9
付
の
点
)
の
紹
介
を
目
的
と
す
る
。

論
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